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平成２７年第３回南幌町議会定例会会議録      ９月４日 

（午前９時３０分） 

議  長 おはようございます。 

本日をもって招集されました平成２７年第３回南幌町議会定例会を

開会いたします。 

先に今日は相当蒸しておりますので、上着等を脱いでも構いません

ので、そのほどそれぞれよろしくお願いいたします。 

本日の出席議員数は１１名でございます。直ちに本日の会議を開き

ます。 

本定例会の議事日程は、あらかじめ御手元に配布したとおりでござ

います。 

●日程１ 会議録署名議員の指名を行います。 

指名につきましては、会議規則第１２５条の規定により議長におい

て指名いたします。 

８番 菅原 文子議員、９番 石川 康弘議員。以上、御両名を指

名いたします。 

●日程２ 会期の決定をいたします。 

先に議会運営委員会委員長から本定例会の運営について報告の申し

出がありましたので、これを許します。議会運営委員会委員長 熊木 

惠子議員、報告願います。１０番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 議長の許可をいただきましたので、平成２７年第３回議会定例会の

運営について、去る８月２８日に議長出席のもとに議会運営委員会を

開催しました。議会事務局より本定例会の提案議案等の概要について

説明を受けるとともに日程及び運営について協議いたしました。本定

例会に付議される案件は、議会提案として会議規則改正１件、議員派

遣承認１件、各委員会所管事務調査１件、町からは平成２６年度決算

認定２件、平成２７年度会計補正予算３件、条例改正３件、人事案件

２件、財産の処分１件、一般議案４件、報告案件２件であります。以

上、提案案件全般について審議いたしました結果、本定例会の会期は

本日９月４日から９月１１日までの８日間とすることで意見の一致を

見ております。最後に、議会運営に特段の御協力をいただきますよう

お願い申し上げ、議会運営委員会委員長報告といたします。 

議  長 お諮りいたします。ただいまの議会運営委員会委員長報告のとおり、

本定例会の会期は９月４日から９月１１日までの８日間といたしたい

と思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本定例会は９月４日から９月１１日

までの８日間と決定いたしました。 

●日程３ 諸般報告をいたします。 

・１番目 会務報告は、御手元に配布したとおりでございます。 

これをもちまして報告済みといたします。 

・２番目 例月出納検査結果報告は、監査委員より平成２７年５月

分、６月分及び７月分の例月出納検査結果の報告がありました。その

内容については、御手元に配布したとおりでございます。 
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 これをもちまして報告済みといたします。 

・３番目 平成２６年度南幌町教育委員会の活動状況に関する点

検・評価報告については、教育委員会より報告がありました。その内

容については、御手元に配布したとおりでございます。 

これをもちまして報告済みといたします。 

・４番目 両常任委員会合同所管事務調査報告をいたします。 

 局長をして朗読いたさせます。 

局  長 （朗読する。） 

議  長 両常任委員会合同所管事務調査報告につきましては、ただいま局長

朗読のとおりでございますので報告済みといたします。 

・５番目 町長一般行政報告をいたします。町長。 

町  長 本議会定例会に当たり３件の行政報告を行います。 

初めに、農作物の生育と収穫の状況について御報告します。６月か

ら７月にかけて気温が低く農作物の生育が心配されましたが、７月末

から８月にかけて気温も高く平年並みに回復し、生育はおおむね順調

に推移しています。基幹作物である水稲については、町内でもこれか

ら本格的に稲刈り作業が始まっていきます。空知農業改良普及センタ

ー空知南西部支所の９月１日現在の作物状況調査によりますと、水稲

は平年に比べ２日程度遅く、いもち病の発生は見られなく、不稔粒の

発生は平年並みであるものの、９月２日の降雨により多少倒伏があり

ますが、登熟は順調に推移しています。また、８月２８日付け農林水

産省北海道農政事務所が公表しました米の作柄につきましては、南空

知はやや良と見込まれています。小麦は、青未熟粒や穂発芽の発生が

若干見られるものの既に収穫調整作業を終えており、収量は前年対比

で２割増、品質はおおむね良好です。豆類、てん菜は、現在のところ

順調な生育状況となっています。キャベツ、ブロッコリーなどの野菜

の状況は、収量、品質ともにおおむね平年並みですが、７月の九州地

方での大雨などの影響もあり野菜の価格は乱高下している状況です。

以上のように各作物間で多少の差はありますが、今後は天候が順調に

経過し、無事に出来秋を迎えられますように関係機関・団体と連携し

ながら異常気象などへの適切な対応に努めてまいります。 

次に、南幌スーパープレミアム商品券販売事業の実施状況について

御報告します。国の地方創生交付金を活用し、地域消費の拡大と地域

経済の活性化を図る目的に、平成２６年度の繰越事業として町商工会

主体で取り組んだ南幌スーパープレミアム商品券販売事業につきまし

ては、５月９日より１８歳以下の子どもと７５歳以上の高齢者の方へ

の割引購入券交付及び商品券の優先販売を実施し、５月２３日からは

１世帯５セットまで購入できる一般販売を実施したところでありま

す。その後、販売開始から１カ月以上経過した段階で購入予定世帯の

ほとんどが購入されたとの判断から７月１０日をもって１次販売を終

了し、残りの商品券を改めて１世帯３セットまで購入できる２次販売

を７月１２日に実施したところ即日完売となり、これによって上乗せ

率３０％のスーパープレミアム商品券８，０００セットの販売事業が

終了となりました。販売内訳としましては、優先販売の１８歳以下の
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子どもでは、対象数１，００９人に対し商品券購入が６７４セット、

７５歳以上の高齢者では、対象数１，１６４人に対し商品券購入が８

３０セットでした。また、一般販売では、優先販売分を除く６，４９

６セットを１次・２次販売合計で１，７４０世帯が購入し、うち半数

以上の５１．８％の世帯で限度の５セットを購入しています。なお、

商品券利用状況につきましては、８月２８日現在、利用金額９，０４

６万３，０００円で利用率は８７．０％に達し、また、利用店は取扱

加盟店１０９店に対し６６店で利用されています。 

最後に、知名度高揚対策事業の推進状況について御報告申し上げま

す。本年度、国の地方創生先行型交付金を活用し、本町の知名度向上

並びにイメージアップを図るための事業として知名度高揚対策事業に

取り組んでいます。この事業は、主に札幌圏に居住する子育て世代を

ターゲットに、本町への移住や地域誘客の促進を目的とするものです。

また、実施に当たっては、町民にも参加してもらいながら進めていく

ことも重要であると考えています。主な活動としては、キャッチコピ

ーとして「なんと！なんぽろ」をＰＲツールとして活用するとともに、

期間限定の地元アイドルグループとして、「南幌町特産品少女 スペ

シャリティ ガールズ」を結成しています。このアイドルグループにつ

いては、オーディションで選ばれた町内の中学生２名を初め、北海道

の地元アイドル「フルーティー」などのメンバーを含めた６名で構成

されています。８月には、町内の団体や町民、総勢１７０名以上の方々

とアイドルグループがオリジナルソングに合わせ、町内各所でのイメ

ージ映像及びポスターを撮影しており、完成した作品はインターネッ

ト等により広く配信していく予定となっています。今後においては、

札幌市営地下鉄における広告や子育て情報誌の発行、札幌市内ホテル

での南幌産農産物を使った料理試食会やなんぽろランチフェアの開

催、各種イベントへの出店やＰＲなどを実施してまいります。以上、

一般行政報告といたします。 

議  長 以上で、町長一般行政報告につきましては報告済みといたします。 

 ●日程４ 一般質問を行います。 

 本定例会の一般質問通告者は６名でございます。一般質問につきま

しては通告順に行います。 

 ７番 佐藤 妙子議員。 

佐藤議員 本日は、町長に１題の質問をさせていただきます。よろしくお願い

いたします。住みよい移住体験住宅で定住確保の考えは。本町には元

町に２戸の移住体験住宅があります。平成２５年第４回定例会で行っ

た私の一般質問で町長は、「この移住体験住宅事業は、みどり野住宅団

地の販売促進につなげることを最大の目的としている。しかし、十分

な成果が出ていません。」と述べられていました。その後、修繕や壁の

塗り替えもしていただきましたが、販売促進につながる手応えはあっ

たでしょうか。南幌の風景を感じ、新築の香りの中で庭に花が咲き、

楽しく家族と暮らすイメージが沸き上がるような売り方をしなければ

販売は難しいと思います。建設業者との連携、ふるさと応援基金など

を利用し、南幌のニーズに適したモデルハウスと移住体験住宅を兼ね
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た施設を考え、定住確保につなげていくべきと思いますが、町長の考

えを伺います。 

議  長  町長。 

町  長  住みよい移住体験住宅で定住確保の考えは、の御質問にお答えしま

す。本町の移住体験事業は、平成１９年１月から取り組んでおり、元

町にある元教員住宅２戸を活用しています。平成２６年度の実績につ

いては、１２組２８名の方々に利用されており、利用者居住地の内訳

は、関東５組、中京１組、関西５組、九州１組となっています。これ

までの利用者のうち本町への移住実績としては１組となっています

が、みどり野団地の販売にまでは至っていないのが実情です。 

また、現在の移住体験住宅については、昭和５１年建築のため、こ

れまで内・外壁及び屋根の塗装、給水設備の更新などの修繕を行って

おり、本年度は浴室の改修工事を予定しています。利用者へのアンケ

ート調査からは、住宅は新しくないが、家賃などの利用料が安いとの

好評をいただいているところです。このことから、維持管理面におい

ても当面は現在の住宅を活用していきたいと考えています。 

議  長 ７番 佐藤 妙子議員。 

佐藤議員 

(再質問) 

再質問させていただきます。以前、平成２５年に移住体験の質問を

させていただきました。その時に、この体験住宅というのは、みどり

野団地販売につなげることを目的としている。即効性を期待している

ものではないけれども、まず本町を知ってもらうことが大事だと。町

長は新たに建てるよりも空いている施設の利活用をしたい、その中で

いずれ何戸かが来てもらえればいいという町長の御発言だったと記憶

しております。しかしながら、住民からこの４０年近くも経った古い

この住宅で移住体験をして本当に南幌の良さがわかるのか。また、そ

れで多くの残った住宅地が本当に売れると思うのか。効果がなければ

やる意味はあるのかと本当に大変厳しい御指摘を受けました。また、

昨年、移住体験をされた方の感想ですけれども、家賃が安いこともあ

る、しかし、古さにびっくりしたと書かれてありました。古い住宅と

高品位な住宅を選択できると良いとの声もございました。また、この

住宅の事業は本町としても重要な位置づけをしているともお聞きして

おります。であれば、定住促進にもっと効果のある事業を展開するこ

とが大事ではないでしょうか。やはり新しい住宅を販売するには中古

や空き家ではなく、新しい建物を見て買うことが必要なんだと感じま

す。そこで、みどり野分譲住宅地にモデルハウスとお試し住宅が一度

に体験できる住宅を民間建設業者と協力してはどうかと考えておりま

す。町だけでするのは大変な費用もかかりますし、町もお金がないと

いうことは私も承知しております。それで、具体的な提案なんですけ

れども、事業者に固定資産税の免除制度、また、建築費の補助金など

を支援して、業者に建てていただくということ。２つ目に、ふるさと

応援基金の使い方の項目に定住促進の項目を入れ、寄附していただい

た方を対象に本町に来ていただいた時には体験住宅利用に特典を付け

て体験住宅をしていただく。これは定住促進のための話題づくり、ま

た、次につなげる効果も期待できると思っております。そして、以前、
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町長も懸念しておりました体験住宅が長期滞在の中継点になるのでは

ないかということもおっしゃっておりました。そういうことを避ける

ためにも、今までは何カ月という月単位でしたけれども、体験宿泊日

数は１泊幾らというような形できちんとした料金をいただき、多くの

人に南幌町を知っていただくことがいいのではないかなと思っていま

す。新しい施設であれば、それなりの体験利用料金はいただくことは

できると思うんですね。それで、管理費の削減にもつながると思って

おります。まず、その先進事例としては、近隣の町でやはりモデルハ

ウスとお試し住宅を兼ねた住宅を２棟建てて、既に完売しているとい

うお話でした。また、今年５月に厚真町でも住宅分譲地に宿泊体験で

きるモデルハウスを建てて話題になっております。それで、先月８月

２９日に南幌体験ツアーがありました。多くの御家族が参加され、私

もその意見交換会に参加させていただいたんですけれども、その時、

若い子育ての御家族が多かったんですけれども、南幌のイメージはゆ

ったりとしている、広い家で子供を伸び伸びと育てられる町だなと思

ったと。ですけれども、これからはきれいでおしゃれな所も大事だと

思うという御意見がございました。しかし、移住となると、皆さん、

ためらいを隠せない方が多かったように見受けられました。その新し

いお試し住宅を体験することで、マイホーム購入の後押しにもなるの

ではないかなと思います。私ごとなんですけれども、私も２２年前、

我が家もたくさんのモデルハウスを見て、この南幌町に住宅を購入い

たしました。やはりそのモデルハウスを見る中で、家族と楽しく暮ら

すイメージがだんだんわいてくるんですね。それで購入に至ったとい

うこともあるんですけれども、今のように区画された土地だけ見ても、

きっとピンと来なかったのではないかなと思います。これからも次の

世代の方、また、第二の人生を考えている方に本当に南幌がライフワ

ークとして思っていただけるような、そういう定住促進に向けた町に

なっていただきたいと強く考えております。そういうことで町長のお

考えをお聞きいたします。 

議  長 町長。 

町  長 

(再答弁) 

佐藤議員の再質問にお答えいたします。移住体験住宅というような

ことで、新しければそれに越したことはないんでしょうけれども。た

だ、ニーズ的にはいろんな要素を持っていますので、新しければいい

という問題ではないようであります。これは全国的の移住体験住宅

等々も、私もいろんな所のお話も聞いておりますので。新しければ来

るという問題でもないし、ただ、うちに来ている、今の移住の体験に

来ているのとちょっと移住体験とはちょっと違うのかなと。ですから、

これは内容の整理はちょっとしなければならないのかなというよう

な、若干そういう思い。まあ、北海道という魅力を感じて来ていただ

いている方が非常に多いというような分野もございますので。新しい

のが本当にいいかどうかというのは、またこれは町の負担も相当かか

りますので。維持管理も含めていきますと。それをここに今、特化し

ていいかどうかというのは、私はちょっとまだそこまでは行っていな

いんじゃないかなというふうに思っております。それから、住宅団地
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の関係、いろいろお話いただきましたけど、これはあくまで住宅公社

の土地でございます。本町の土地ではございませんので、今、住宅公

社ともいろんな話もさせていただいておりますが、昔は住宅公社で住

宅メーカーと話し合いをしてモデル住宅だとかいろいろつくっていた

だいて、本町に来ていただいているというのが現状でわかっておりま

すが、今も私どもは何かそういう形もとれないかというようなことも

お話しをさせていただいていますけれども、公社自体が厳しい経営と

いうようなことで、なかなかその辺の難しさがありますが、これは粘

り強くやっていかなければならないなと、そんなふうに思っていると

ころであります。それから、先月２８日も来ていただいた子育て世帯、

これは非常に募集に人数の制限がありますけれども、募集はすごい人

数でありまして、絞ってさせていただいておりますが、毎年、これは

伸びております。というのは、やっぱり来ていただいて、いろいろや

っていただくというようなことから始めているところでありますの

で、これを地道につなげながら、自分で見ていただくというのがまず

一番大事であるし、また、町民の方とも接していただいておりますの

で、それらも大事にしながらやっていきたいなというふうに思ってい

ます。 

それから、これからの対策については、まち・ひと・しごとの総合

戦略がありますから、それらも含めて考えていかないと、これだけ先

行してやるということでは、私はないような気がしております。今、

その策定をしておりますので、それらを含めてどうあるべきか。先ほ

ど提案がありました、ふるさと納税にそういう項目をつくって、来て

いただくのもいいでのはないかと、そういう提案もありましたので、

これからの政策の中で検討はできるのではないかなと思っております

ので御理解いただければと思いますが、どちらにしても、いろんな手

を打ちながら南幌町というのをまず知ってもらうというのが、私は特

に札幌圏、これが大事ではないかなというふうに思っておりますので、

それらを含めて、できれば若い世代が伸び伸びと子育てしていただけ

る環境づくりにこれからも努めていきたいなと、そんなふうに思って

います。 

議  長 ７番 佐藤 妙子議員。 

佐藤議員 

(再々質問) 

今、いろいろ御答弁いただいたんですけれども、新築にこだわらな

いという、そういうお話でしたけれども、私はやはり懸念しておりま

すのは、この住宅団地、７００区画ほどある住宅団地をいかにして売

っていく方策を少しでも考えられないかなという、そういう思いで今

回、一般質問させていただいたのですが、新しい住宅を建てる時には、

新しい物を見なければ購買意欲は湧かないのではないかなと思いま

す。やっぱり新車を買う時も新しい試乗車を乗らなければ、中古を買

っても新しい自動車は買っていただけないんじゃないかなと私は思っ

ています。それで、るる町長のお話を聞きましたので、またさらにも

う一歩踏み込んだものを期待しております。 

それで、再々質問なんですけれども、２点あります。この移住体験

事業を最初に知るツールとしてホームページがあります。そのホーム
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ページも大変重要なんですけれども、本町では「いな暮らナビ」と一

番最初に出てくるんですね。それで、きっと田舎暮らしナビゲーショ

ンの略だと思うんですけれども、町外の方が見て何のことかわかるの

かなと思います。また、住宅体験の説明に関しても、参加された方の

感想も本当に内容はすばらしいんですけれども、本当に探し出すのに

とても苦労します。本当にもったいないなと思っています。最初のホ

ームページに開いた時にどーんとお試し体験住宅参加者募集と出され

たほうが私はいいと思います。もっとわかりやすいインパクトあるホ

ームページを考えてはどうかと考えます。 

２点目なんですけれども、今、道内の自治体で住宅を建てる方に住

宅建設補助金制度を設ける所が最近ふえてまいりました。本町では、

その住宅補助制度をどのように考えていらっしゃるか、その２点、お

願いいたします。 

議  長 町長。 

町  長 

(再々答弁) 

佐藤議員の再々質問にお答えをいたします。移住体験も含めて、い

ろんな方の人数が非常に多種多様という部分がございます。先ほど言

ったように、南幌に古民家はないのかと、移住体験、そういう声もあ

るわけです。ですから、いろんなものに対応できれば、本当は全部セ

ットできれば一番いいんでしょうけども、今、うちでやれる範囲の中

でやらせていただいて、今後についてはいろいろ検討させていただき

たいと、そんなふうに思っております。 

それから、ホームページの関係、今、１月に新しくリニューアルを

させていただいて、そして、皆さんからいろんな声があって、それぞ

れ手をかけて直しながら皆さんの見やすいようにやっておりますの

で、今の意見も伺いながら、また、いろいろな方がうちの町を見てい

ただくように少しでもわかりやすい環境づくりはしていきたいなと、

そんなふうに思っております。 

それから、住宅の建設の補助、それぞれどこの町も最近多くなって

きております。私どもも今いろいろ考えているところです。先ほど言

った、まち・ひと・しごとの総合戦略の中で考えるべきだというふう

に思っておりますので、何とか、国のそういう事業も検索しながら、

町民の負担をできるだけ減らしながら、いかに活用して多くの方が来

ていただくような、総合戦略も含めて考えていきたいと思っておりま

すので、その点よろしくお願いいたします。 

議  長 以上で佐藤 妙子議員の一般質問を終わります。 

次に６番 西股 裕司議員。 

西股議員 私のほうからは１点、土地改良事業の今後についてということで町

長にお伺いいたします。南幌町の大規模な土地改良事業は、昭和４４

年、町・農協・土地改良区が圃場の近代化と水利体型再編を目指して

土地改良事業推進本部をスタートさせまして、昭和４６年から１７年

間で１２地区、整備総面積で約４，０００ヘクタールの事業を完了し

ております。その後、圃場整備後の補完としまして暗渠・用排水の総

合事業等を経て、平成１２年からは国営農地再編事業（中樹林地区）

等に取り組むに当たり、南幌町農業農村整備事業推進本部を設置し、
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土地改良事業に取り組んでいます。 

本年度の町政執行方針で「土地利用型農業を確立するため経営体育

成基盤整備事業では、晩翠地区等の継続３地区に加え、三重地区の整

備に着手し、引き続き農業経営基盤の強化が図られるよう農業農村整

備事業に対する支援を進める」とあります。土地改良は、農産物の生

産性の向上を図る上で大きな役割を担う事業で、今後も推進本部体制

の継続が図られるようにしていく必要があると思っています。推進本

部の本部長でもある町長が、この件についてどのように考えているの

かお伺いいたします。 

議  長 町長。 

町  長 土地改良事業の今後についての御質問にお答えします。本町におけ

る土地改良事業の変遷については、ただいま、西股議員の述べられた

とおりであり、明治２６年、先人により開墾のくわが入れられて以来、

たび重なる冷害凶作や水害による農地の疲弊に脅かされた本町にとっ

て、当たり前のように農業を営むことができる現在のような環境は、

当時からすれば夢のようであり、まさに先人たちの悲願であったとい

えます。さらに、ここ数年は豊作基調が続いており、昭和４４年より

長く取り組んできた土地改良事業がもたらした恩恵は計り知れないも

のがあり、今日の発展はその賜物であると言っても過言ではありませ

ん。 

本町は、基幹産業である農業の振興発展とともにあり、その基盤を

支える土地改良事業は欠くことのできないものであり、将来的にも事

業を強力に推進していくためには、推進本部もまた必要不可欠である

ものと認識しています。また、国においては前政権下で大幅に減額さ

れた土地改良事業関係予算ですが、政府の描く「強い農業」を実現す

るためには、早期の予算回復が不可欠であるとの認識が深まり、土地

改良事業の推進が政府の経済財政運営の基本指針「骨太の方針」に明

記されたことを足掛かりに、今後３年あまりで減額前のレベルに回復

したい考えであるとも報道されています。そのような状況から本町に

おいても、改めて土地改良事業の重要性を再確認するとともに、また、

土地改良事業を円滑に実施していくためには、町、農協、北海土地改

良区の３者で協議し、密に連携を図りながら、将来においても推進本

部体制を継続していかなければならないものと考えています。 

議  長 ６番 西股 裕司議員。 

西股議員 

(再質問) 

再質問させていただきます。今後も土地改良事業の重要性を再確認

したということで、町長の考え方は理解させていただきました。ただ、

町長が土地改良にかかる予算獲得のため要請活動を行っておりますけ

れども、町、農協、土地改良区の３者の実務レベルを加えて将来を見

据えた体制を早急に検討すべきではないだろうかというふうに私は思

っております。現在の推進本部の体制というのは、農協から３名、土

地改良区から３名の正職員と嘱託１名というような形と、そして、土

地連から１名ということの８名の体制になっているそうでございます

けれども、町からの出向というのは現在のところ約１０年間近く、な

いのではないかなというふうに思っております。今後に向けてですが、
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対外的な面を考えて町職員の出向も必要ではないかなというふうに私

は思いますので、この辺についての町長のお考えをお伺いしたいと思

います。 

議  長 町長。 

町  長 

(再答弁) 

西股議員の再質問にお答えをいたします。土地改良事業、本来であ

れば１回やれば、一生１回ということであれば一番いいんでしょうけ

ども、うちの土質等々を考えますと、ある程度の年数が来ると土地改

良を進めていかなければ農業の基盤がなかなかできていかない。あわ

せて後継者も育ちにくい環境になりますから、これは当然、今後とも

進めていくということは３者で協議をしておりますので、それを確認

させていただいて、今、事務レベルでやるという状況ではないと。も

うそれは確認体制をとっておりますので、そのことはやっているとい

うふうに思っております。 

それから、職員体制については、町も２名分の負担はちゃんとして

おります。全然していないわけではないので。それは理解のもとで３

者の協議をさせていただいたと。なぜかというと町も職員の削減をさ

せていただいています。それで、そこが派遣できる今、人材的に余裕

がありません。あわせて、当面、もう長い間、専門職の、特に土地改

良・建築の関係は採用しておりません。そんなこともあって、そこま

でまだできていないと。何もできない者が行ってもこれはまた難しい

だろうということから、ある程度知識を有する方々を採用して、町が

負担をさせていただいていると。そういう実情でありますので、それ

らは話し合いのもとで進めさせていただいておりますので、ある程度、

３者が理解いただいているというふうに思っております。ただ、将来

的にこれがずっといいかどうかというのは、またいろんな問題が出て

くると思いますので、町としても余裕ができる体制ができれば、それ

は当然応援をしていく、派遣していくということは可能になるかと思

いますが、当面、今、厳しい状況の中でありますので、ベテランを含

めて、経験者を含めて、そういう推進本部の一員となって、即できる

人を採用しながらやっていくのが今の現状ではベストではないかな

と、そんなふうに思っております。 

議  長 ６番 西股 裕司議員。 

西股議員 

(再々質問) 

再々質問をさせていただきます。今の町長のお答えの中では、技術

者でなければできないというようなお考えでございましたけれども、

今の補助事業の関係というか土地改良事業の関係というのは、別に技

術者でなくてもいいんだというような考え方を持っているようでござ

います。大体、今のパソコンで積算等のものもできるようになってい

るということで、あえて技術の人間が必要なんだというような考え方

は持っていないようなことで私はお伺いしております。そういう中で

ございますので、ぜひ近い将来に向けては、町もやはりこの一端を担

っているんだという部分を職員の派遣の中で表していただきたいなと

いうふうに思います。それと、今回２名分のお金を出しているという

ことでございますけれども、これは土地改良区と土地連の人間に対し

てのものだということも理解した上で私はちょっと発言させていただ
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いておりますので、そういうところもちょっと含めて体制というもの

を今後の部分で検討していただきたいなというふうに思っておりま

す。以上で私の再々質問を終わります。 

議  長 町長。 

町  長 

(再々答弁) 

西股議員の再々質問にお答えをいたします。いろいろ事務をやって

担当いただく方々、それぞれ持ち場持ち場があるんでしょうけれども、

やはり今の時代、技術屋だけでもだめだし、事務屋だけでも。やはり

どっちも精通している方々が即、戦力として使われると思っておりま

す。少ない人数で推進本部の体制をさせていただいておりますので、

ある程度両方精通している方が今の状況では、私はうちの推進本部で

は必要ではないかなということから３者協議をさせていただいて、そ

ういう体制をとっております。将来については今言われたことも含め

て、町の情勢も変わっていくでしょうから、それは３者でまた協議を

しながら進めたいと思っております。町の状況も踏まえていただいて、

３団体でそういう方向に今はさせていただいていると。これが永久に

続くということではなくて、その都度その都度、相談をさせていただ

きながら、今後進めさせていただくということであります。 

議  長 以上で西股 裕司議員の一般質問を終わります。 

次に８番 菅原 文子議員。 

菅原議員 町長に２問、質問させていただきます。１つ目、札幌圏に南幌町の

魅力をＰＲについて。広報なんぽろ８月号に「札幌圏に南幌町の魅力

をＰＲ」の記事が掲載されています。キャッチコピー「なんと！なん

ぽろ」を決定、そしてアイドルグループを結成し、町内でイメージ映

像の撮影を行ったところです。そこで、町長に伺います。 

①キャッチコピーとイメージ映像を使用し、どのようなＰＲを展開

していくのか。 

②「札幌圏に南幌町の魅力をＰＲ」とあるが、本町の魅力をどのよ

うに考え、移住促進・地域誘客の促進に結び付けるのかお伺いいたし

ます。 

議  長 町長。 

町  長 札幌圏に南幌町の魅力をＰＲについての御質問にお答えします。知

名度高揚対策事業は、主に札幌圏に居住する子育て世代をターゲット

に事業展開を行うものです。 

１点目については、キャッチコピーは、広告展開を行う上で統一し

たデザインのロゴマークとして使用するもので、制作するＰＲポスタ

ーにはもちろん、申し出により無償で町内外の方々にイベントやチラ

シ、ポスターやステッカーなど広く活用していただくことで本町の知

名度向上につなげてまいります。また、イメージ映像は、広告の露出

効果が高いインターネットの無料動画サイトや町ホームページ等で配

信いたします。 

２点目については、本町は、札幌近郊としての地理的優位性、緑豊

かな田園風景が広がる子育てに適した住みやすい環境、安全安心でお

いしい農産物が豊富にあること、さらには移住者や来町者におもてな

しの心を持って接する多くの町民の方々など、たくさんの魅力があり
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ます。一方では、これまでの子育てや暮らし、移住や観光などの政策

実施による成果が表れているものの、対外的な本町の知名度に関して

は、まだ高いとは言えないことから、従来からの情報発信の手法に加

えて、視覚に訴える広告展開と集客力のあるイベントへの参加や開催

により本町に関心を持ち、本町の魅力を一人でも多くの方々に知って

いただける機会を増やすことが地域誘客につながるものと考えます。 

また、移住促進については、単に本町の魅力をＰＲしただけでは直

ちに成果に結び付くものではありませんが、みどり野団地の販売や空

き家・空き地情報バンクの活用促進、移住体験等による移住者の増加

への弾みとなることを期待するものです。なお、本町のまち・ひと・

しごと創生総合戦略において、移住定住の促進並びに人口減少の抑制

につながる政策の検討を進めてまいります。 

議  長 ８番 菅原 文子議員。 

菅原議員 

(再質問) 

ただいま御答弁いただきましたけれども、１つ目につきましてです

が、１つ目のキャッチコピーとイメージ映像を使用し、という所です

けれども、まず、南幌町のＰＲをしていくのには大変効果的な意義の

あることだと私も思っております。先日もテレビでは出ていましたけ

れども、南幌の中学生２人が当選した、そのオーディションも私は見

ました。その中で名前も決まりましたけれども、今、いろんな名前が

はやっていますけれども、ちょっと名前が言いづらいというのもあり

ますので、例えば、南幌町とスペシャルガールズを取ってＮＳＧとか、

何かそのような言いやすいような名前を考えるのも一つなのではない

かなと思います。最初に私がこのアイドルグループのお名前を聞きま

した時、ちょっと１回で覚えられないなというような感じがいたしま

した。そのテレビ番組の中でもいろいろ言われているところで、私も

大変いろんなことを考えさせられたテレビ番組でございましたけれど

も、まず若い女性にターゲットを絞る、それから若い世代の子育て、

これからする、それから今している若い方々に対してのＰＲ、それか

らアイドルですから、また１０代、２０代になっていこうかと思いま

す。その中で南幌町「なんと！なんぽろ」、これはホームページにも出

ていますけれども、たくさんの意味を込めた「なんと！なんぽろ」で

すね。私もそれはわかりますけれども、この「なんと！なんぽろ」を

使って、「なんと！」というのは「何でしょう」という所を私はいろい

ろ考えているんです。若い子育て世代に対して何が魅力かと言います

と、やはり教育ではないのかなと思います。私も以前から教育長にも

何回か質問させていただいておりますけれども、やはり町長、教育長

の執行方針の中でもグローバル化として国際社会で活躍できる人材育

成とあります。国や道でも小中一貫教育に力を入れる方針が出てきま

した。国や道で行うのを待って、手厚く小中一貫に持っていくのも一

つではありますけれども、先んじて、例えば、９年間で英語に特化し

た教育を行う、それからＩＣＴに特化した教育を行う、それが私は、

先んじてやることこそが南幌町の魅力ではないのかなと思います。そ

れから、もう１つは若い女性の農業者、今、南幌町以外でも女性の農

業者の方たちがいろんな形で活躍しております。本町では酪農とか、
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ちょっと女性には向かないのかなという面もありますけれども、その

若い女性の農業者増に向けた環境づくりをされていくお考えがあるの

かどうか、お伺いいたします。 

議  長 町長。 

町  長 

(再答弁) 

菅原議員の再質問にお答えします。最初の通告の中から行くと、ち

ょっと後半の部分が私はちょっとわかりませんが、キャッチコピー

等々、アイドルグループ、それぞれいろんな思いがあるようでありま

す。私も最初そう思ったら、私と同じ世代が菅原さんかなと。もっと

若い人は全然違います。ですから、いろんな世代、いろんなことが反

響できる部分であります。今回の６人の方、それぞれうちの農産物を

モチーフにしたことにトライしていただいている、それもあると。そ

ういうこともありますので、いろんな御意見を述べられて、これは直

すものは直していきますけれども、基本的には、やはり若い世代を対

象にしいるということでありますので御理解いただければなと、そん

なふうに思っております。知名度の高揚の中ではいろいろあろうかと

思います。ただ、いろいろやっている中で、教育の問題も先ほど言っ

ていましたけども、これはまた別問題で出てくるんだろうと思います

が、それだけいろいろやっておりますので、まあ、後ほどの議員から

もあるかと思いますが、いろんな今やりくりをしながら、うちの魅力、

先ほど言ったようにそういう発信がうちのほうはちょっと遅れていた

のかなと。今回こういう形を使っていただいて、改めて、札幌に近い、

札幌圏の入る南幌町をわかっていただくというのが一番のねらいかな

と。札幌からこんなに近いんですかと。いろいろ新聞等々にも投稿が

あったようでありますが、いろんな思いがあって、いろんないいこと

も言っているけども、逆に言うと、列車がないんですねと言われたり、

いろいろあるわけで。それぞれ個人の感じ方があるものですから、そ

れを全部押し並べて、これに全部特化してできるというのはなかなか

難しいかなと。まあ、できるものから私どもは取り組んでいるという

ことで御理解いただければというふうに思います。 

議  長 ８番 菅原 文子議員。 

菅原議員 

(再々質問) 

今お答えいただきましたけれども、私がどうして教育問題について

お話ししたかと言いますと、やはりその魅力、２番目ですね、２番目

の魅力をどのように考え、移住促進・地域誘客の促進に結びつけるの

か。私はＰＲをするのは大変いいことなんですけども、「なんと！なん

ぽろ」のこれが南幌という、そういう特化したものが本町には足りな

いのかなという思いでいたので私はそういう質問をさせていただいて

おります。と言いますのもやはり２つ目の誘客です。移住促進・地域

誘客、札幌に向けての発信と言いますと、南幌町のイメージキャラク

ターをつくり、そして、このアイドルをつくり、ＰＲしていくのは私

は大変いいことだと思います。ですけれども、これが南幌ですよとい

う、その魅力を私は発信していかなければいけないのではないかなと

いう思いでいるんです。と言いますのも、やはり私は１０年前に一般

質問させていただいた時に、小学校から英語教育はどうですかという

質問をさせていただきました。その時には、国で小学校から英語とい
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うことは考えは全くしていなかったです。でも今、その１０年後に、

今は国でも小学３年生から英語教育をしましょうという方針が出され

ています。今後１０年間、これから１０年間、これがさらに私は低年

齢化し、英語でのいろんな取り組みをしていくのではないかなと、そ

ういう思いがありますので、私はこの移住促進・地域誘客の促進に結

びつける魅力として私は国に先んじてされてはどうかなという思いで

お話しをしたわけで、これが全てだと私は思っていないです。ですけ

れども、大きな魅力を今こそ考えるべきではないかなと、そういう思

いで御質問させていただきました。英語に関しなくても私は小中一貫

ということを大々的にお話ししていくのも、これからですね、来年と

いうわけにはいきませんけれども、それも大きな魅力の一つとして考

えていかれてはどうかなと。これはあくまでも移住促進・地域誘客の

促進に向けての質問でございます。 

議  長 町長。 

町  長 

(再々答弁) 

菅原議員の再々質問にお答えをいたしますが、これらを一生懸命や

りながら、私どももやっていくと。また、子育て環境、いろんな面で

うちは結構やっていただいていると思っております。来ていただいた

方にもそういう声もたくさんあるわけでありますから。それらを大事

にしながらやっていくと。将来については、これから地方創生の戦略

の部分、それから、平成２９年度から始まる総合計画、そういう部分

がまた反映されるのであろうというふうに思っておりますが、いろん

なことをやっぱりトライしながらやるべきだというふうに思っており

ますので、このロゴマークも議員さんの背中に貼っていただければ、

議員さん、行動力がありますので、ぜひ札幌に行って、みんなで貼っ

ていただいて行動していただければ南幌町の知名度の高揚にもなる

と、私はそんなふうに思っております。そんなことを含めて、機会あ

るごとに新たなものも挑戦する、あるいは現状のやつでいいのであれ

ば現状のものをより強く出していくということで、まずこれをやった

ことによってどうなったのかと。まだ、配信されていないんです。ま

だ、途中経過で、撮影は終わったんですが、まだ評価されるまでに至

っておりませんので、それらを含めて検討課題が出れば出たように改

めながら、そしてまた足らないものは足らないものでやっていくべき

だと思いますので、大いに私は期待をしながら少しでも広まっていた

だければと、そんなふうに思っているところであります。 

議  長 ８番 菅原 文子議員。 

菅原議員 再々質問にお答えいただいました。議会でもポロシャツか何かをつ

くって、議会で着ようかというお話もまた一部で出ていますので、近々

お披露目することもあろうかと思います。 

２番目に質問させていただきます。人口減少問題検討委員会の設置

について。本町の人口も８月１日現在で７，９９８人となり、第５期

総合計画の目標である平成２８年８，４００人を大きく下回ってしま

いました。人口減少問題に多くの自治体が試行錯誤をしています。そ

こで、町長に伺います。 

①全庁職員が一丸となり、人口減少問題に取り掛からなければいけ
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ないと思います。全課から委員を募り、人口減少問題検討委員会を設

置し、早急に検討を始める考えは。 

②近隣の町と広域で人口減少問題検討委員会を設置し、職員間の勉

強会の開催、情報交換、関東方面での移住・定住についてのＰＲ等を

広域で行う考えはあるか、お伺いいたします。 

議  長 町長。 

町  長 減少問題検討委員会の設置についての御質問にお答えします。人口

減少問題については、本町を初め、多くの自治体が抱える課題となっ

ており、国の地方創生の枠組みの中で、本年度中に人口ビジョン及び

地方創生総合戦略の策定が求められています。本町における人口の現

状は、平成１２年以降において減少傾向が続いており、要因としては

自然増減での出生数の低下もありますが、特に顕著な点は、社会増減

での転入者数の大幅な減少傾向が大きな課題であると考えており、こ

れまでも移住定住や子育て支援などの政策を講じてきたところです。 

１点目については、まちづくり戦略チームを職員１６名で設置して

おり、人口増加に資するためのイメージアップや住んでみたい街づく

りの方策を戦略化し、実行可能な施策や事業の提案について検討を進

めています。現在、提案書のまとめの段階に入っており、全ての課が

関わる総合戦略策定の参考にしたいと考えていることから、新たに検

討委員会を設ける考えはありません。 

２点目については、現在、由仁町、栗山町、長沼町との４町で、南

空知４町広域連携検討会議が設置されており、社会教育や観光連携な

どを進めています。人口減少といった幅広い問題については、自治体

によって政策等が異なることから、広域での検討委員会の設置は考え

ていません。なお、新たに広域連携が必要となる場合は、自治体間で

の協議を行ってまいりたいと考えています。 

議  長 ８番 菅原 文子議員。 

菅原議員 

(再質問) 

ただいま御答弁いただきましたことに対しまして再質問させていた

だきます。１番目の戦略チームなんですけれども、戦略チームのいろ

んなことを考えた上での総合計画ということで以前もお話しいただい

ておりました。私は、その総合戦略は総合戦略として早急に人口減少

問題に特化した委員会をつくるべきなのかなと私は思いました。全部

の課から１人２人でも入っていただいて、そして、このまちづくりと

いうことももちろんありますけれども、人口減少問題に特化したこと

を、いろんな所に視察には行っているようですけども、視察にも行っ

たり、この問題に特化しなければ私は、まあ、来年からとか再来年か

らとかという話ではなく、今すぐするべきだと思います。これを１点、

再度お聞きしたいと思います。 

それから２点目なんですけれども、やはりこれからは広域でいろん

なことをしていったほうがいいのかなと思います。と言いますのも、

やはり南幌町単独でいろんなことをするには財政的な問題もあります

し、また、いろんなことの勉強会で講師の方をお招きするとか、それ

からいろんな情報交換をするとか、そういうことにはやはり単独です

るよりも南空知４町、５町、それからまたさらに広げる、まあ、それ
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は考え方次第ですけれども、そういうことが必要なのではないかなと

思っています。４町の広域連携検討会議があるのも私は存じておりま

すけれども、やはり広域で、例えば東京方面、関東方面、それから関

西、大阪のほうにも行っていろんなＰＲをするには、やはり１町だけ

では財政的になかなか厳しい問題があるのではないかなと思います。

先日もテレビですけれども、東京のほうのコンビニエンスストアで、

ある北海道の物産展をしていました。そこは２４時間営業しているし、

大変いいですよという話もしていました。ですから、例えばそういう

ことも南幌町独自ではなく、４町、５町がまとまってそういう何とか

展というのを開くと、さらに私はいいのではないかなと思います。そ

れぞれ、本町では全町フラット、それから札幌に大変近い、そういう

ことがすごく魅力的な所だとありますので、それぞれの町で特化した

魅力を出していけば私は手を組んだほうがいいのではないかなと思い

ます。この広域連携検討会議の中でもいいんですけれども、この人口

減少問題に特化した、広域での検討委員会をされるお気持ちがあるの

かどうか再度お伺いしたいと思います。 

議  長 町長。 

町  長 

(再答弁) 

菅原議員の再質問にお答えします。人口減少問題の関係、それも入

って、戦略チームに入っているわけですから、新たに設置する考えは

私はありません。国の総合戦略より、うちは早めてやっているところ

であります。それは、今、御指摘があった人口の減少が激しいという

部分があって、どうしたらいいのかということで、国より先んじてや

っているわけでありますから、新たに何ぼ会をつくったって、これは

どうしようもないと私はそんなふうに思っています。それから、ある

ものを活用しながらやっていくと。それから、広域連携、これは人口

問題は非常に広域連携ではなかなかできないんですよ。いろいろ思惑

が。だから、今、南空知４町で広域連携でいろんな観光含めて、やれ

ることからやりましょうということでやっているので。それを土台と

して札幌圏あるいは岩見沢に行っていろんなことをやっているわけで

ありますから、それを活用する。それよりもう１つ枠を超えようとし

たら南空知ふるさと市町村圏組合がありますから、あるいは空知町村

会もあります。いろんなことで今やっているわけでありますので、余

分な組織をいっぱいつくると余計機能しなくなると私は思います。あ

るものを活用しながら、どうあるべきかということを探っていくのが

一番ではないかなと思っています。それから、東京方面の定住移住は

それぞれの団体があります。その中で私どもも行ったり、やっており

ますので。それはどこの市町村が行くわというわけではなくて、それ

にうまくマッチすれば、どこの町も行けるわけでありますから、マッ

チした時はうちも過去から行っているわけであります。そういういろ

んな背景があるので、特化して、今やるということにはならないだろ

うと。全然やっていなかったら、こういう組織をつくっていきますよ

というのはありますけど、私は何本も柱を立てることによって全部だ

めになる。今は成果を出しやすい、絞ってやるほうがベストと思って

おりますので、両方とも設置する考えはございません。 
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議  長 ８番 菅原 文子議員。 

菅原議員 

(再々質問) 

ただいま御答弁いただきましたけれども、私もやはりいろんな思い

があっての御質問でございます。また、さらに町長以下皆さんとお話

しをしながら進めてまいりたいと思います。今後ともどうぞよろしく

お願いいたします。これで終わります。 

議  長 以上で菅原 文子議員の一般質問を終わります。 

次に５番 内田 惠子議員。 

内田議員 晩翠遊水地の利活用について質問いたします。晩翠遊水地は、平成

２９年度の完成を目指して工事が実施されています。遊水地の利活用

については、平成２３年３月に遊水地利活用計画検討委員会より答申

があり、平成２６年１２月の第４回議会定例会で同僚議員による晩翠

遊水地の総合的な計画についての一般質問の回答で町長は、「サイク

リングロード等としての活用や既存の施設を含めて江別市と協議した

い」と回答しています。工事完了まであと２年と迫っています。その

後、江別市との協議の進捗状況は、どのようになっているか伺います。 

議  長 町長。 

町  長 晩翠遊水地の利活用についての御質問にお答えします。千歳川流域

の６つの遊水地は、平成２６年度に長沼町の舞鶴遊水地が完成したほ

か、晩翠遊水地は平成２９年度の完成を目指し、また、他の遊水地も

平成３１年度までの完成を目指して工事が進められています。利活用

の方法については、それぞれの遊水地ごとに検討されているほか、流

域４市２町と国を交えて、６つの遊水地を連携して利活用する方法も

検討し、その中でサイクリングロードの提案もされています。 

江別市とは、各種会議の場で協議を行っていますが、江別市の遊水

地も晩翠遊水地と同様、多目的利用、自然環境、農業振興といったゾ

ーンを設けた計画となっており、サイクリングや舟などの流域自治体

間の連携という案も出されています。遊水地の連携には現在進められ

ている堤防整備が不可欠であり、まだまだ時間を要することから、工

事の進捗状況を見ながら今後も協議を続けてまいります。 

議  長 ５番 内田 惠子議員。 

内田議員 

(再質問) 

工事完了までもう２年ということで、遊水地では２番目に完成する

ということで、利活用がどのようにされるのか本当に皆さん、興味を

持っているのではないかと思います。この２年という間にやっぱり手

戻りがないように、できるだけ使いやすいようなことを国に要請して

いただければなと思い、４つ再質問いたします。 

まず１つ目、周囲堤を利用した散策・ジョギングコース等に活用す

るには、遊水地完成と同時に管理用道路の歩道、できれば簡易舗装で

も、使いやすいようにしていただければなと思います。 

２つ目に周囲堤の植栽についてですが、きらら街道沿い、江南橋か

ら南９線に四季を感じるような木々なんかはどうなのかなと。こちら

の水と緑の形成方針では松ですかね、そういったものがあるんですけ

ど、やっぱりバランスということが大事ではないかなと。江別方面か

ら来る方から見たら、バランス良く、また、町のイチョウとかそうい

ったバランスが整っているとやっぱりちょっと寄ってみようかなと、
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そういうように思っていただけるのではないかと思います。それで、

通った時、また温泉、その他ゴルフ場などを利用していただいた方が

ちょっと上がってみようかなと。管理道路に行って見てみようかなと。

どなたもみんな、あそこは本当に観光地としてはもうすばらしく、ま

さに３６０度回転して、そして、太陽が一番長く、手稲山に沈むまで

一番長く見られる場所だと私は思っています。そして、四季折々に暑

寒別岳、ピンネシリ、夕張岳、樽前、空沼岳と、本当に財産だなと私

はずっと思っておりました。それでやっぱりぜひ見ていただきたいの

で、温泉とかに来たお客様がさっと気軽に上がるために取りつけ道、

本当に人と自転車ぐらいが上がれるような道路、そういった道路をつ

くっていただけないかなと。そのためには排水を切りかえと同時に横

断環境というんですか、そういうのが必要だと聞いております。それ

で、これがどうなのかが３つ目です。 

４つ目はやっぱり遊水地の草刈り業務、町の業者へ国から町外委託

して、町の業者に委託するということは、今、国が言っている地方創

生、地域に貢献していくというんですか、それが一番いいのではない

かと思います。町長は今まで道とか国に対してのそういったことは、

国だから道とかという答弁はいただいておりました。でも、私、この

度、高校再編問題でお邪魔したところの説明で、決まったことはなか

なか覆さないけれども、そういう行動を起こしたことは後に必ず変わ

る。それは、信頼関係なのか連携なのか次への施策なのか、必ず魂の

入ったものにはなっていくものだと思っております。そして、また、

今、本当に町長に頑張っていただくことで、私は観光にも期待すると

ころですが、教育、やっぱり課外授業とか生涯学習とかで、うちの子

供たちはどこで厳しい思いをするのかなということはずっと思ってき

ました。それで、九州へ旅行した時に、今、噴火している所、桜島で

すね、桜島の子供たちが鹿児島の市街に向かって遠泳するそうなんで

す。そうしてガイドさんから説明を受けました。また、ある所では、

１００名山、登山とか。やっぱり子供から大人へ変わっていくその瞬

間というんですか、そういったものは我が町に何があるだろうかとい

うことを私はずっと考えておりました。これを、ぜひ教育、まず、我

が町から先代の苦労と、そして、今、頑張っている子供たちが自分た

ちが大きくなって、俺らが子供の頃の町長は三好町長だったよな、教

育長はこうだったよなとか、きっちりと胸に刻めるぐらいやっぱり頑

張って子供たちのためにやっていただきたいなと思います。それで、

できるかどうか、やる気があるかないか、再質問します。 

議  長 町長。 

町  長 

(再答弁) 

内田議員の再質問にお答えをいたします。遊水地は、今、平成３１

年度を目標に工事を進めていただいているんですが、全体の千歳川の

整備計画の終わりの年度がまだ示されていないんです。周囲堤も含め

て、それらの堤防、橋架については何年かかるかわからないと。工事

関係車両が通っている間は、冬は遊水地と周囲堤を結ぶいろんなイベ

ントというのはなかなか限りがある。最終的に堤防の上も舗装をして

もらうというお願いはしているものですから、そうすると、千歳川の
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整備計画がある程度終わらない限りできないのかなというふうに思っ

ております。事故の問題も当然、あそこにダンプも通りますので、非

常に難しさがあるということであります。それから、ものを作ったり、

まあ、建物はだめなんですが、いろいろやるのは、あくまでも地元自

治体、それをやることによって管理も地元自治体がやらなきゃなりま

せん。ですから、私どもも後の費用がかからないやり方、あるいは農

業ゾーンと言いましたけども、農業者で利活用できる方法はないのか

と。そんなことをしながら、一部は行政でやる部分ができるし、一部

は町民の方にお願いをしてできる部分もあるのかなと。あるいは農業

者の利活用の問題もあるというふうに思っておりますので。まあ、遊

水地ができたからすぐ使えるかといったら、そういう問題ではないと

いうのと、それから遊水地の中の形状というのが、私の頭の中ではあ

る程度わかるんですが、ほとんど掘るわけですね。現状の地盤のやつ

が約１０ヘクタールぐらいしかないと聞いております。それから、現

状から２メートルぐらい下がった地盤が４０ヘクタールぐらい、ある

いは５メートルが４０ヘクタールぐらい。ですので、ちょっと想像が

つきづらい分野があります。農家の方はわかるんでしょうけども、今

の地盤から２メートル取ったら、どういう地盤になるのかと。まだブ

ヨブヨの泥炭が残るのではないかなという、そんな思いもあるんです。

ですので、農家の方々に中を牧草地に使えとかそんな話にもまだまだ

ならないんですよ。それから、大水、町内の内水対策を考えて遊水地

をつくっていただいておりますから、水が入った時には何も使えなく

なるわけです。そんなことも考えながら、前回お話ししたのは、周囲

堤やら堤防を使って、まずサイクリングロードなど、広域連携できな

いかと。それには工事が完了するまでにできないと。そんなお話もい

ただいているんですが、できる所から絞っていただいて、私どもは江

別と近いですから、江別の防災ステーションを拠点にして、江別遊水

地、南幌遊水地をうまく活用した方法はできないかと、そんなことを

させていただいているところであります。それから、そういう話をし

ておりますので、遊水地に入る部分、あるいは取りつけの道路を歩い

て渡る、あるいはサイクリングで渡る、それはもう当然お願いはして

いかなきゃならないなと思っております。そんなことを含めながら、

できるだけこの堤防の関係で、管理もできるだけ、遊水地だけじゃな

くて、地元にも還元できるようなお願いはずっと続けているところで

あります。それは、受けれる業者があるかないかの問題もありますの

で、うちが間違いなく受けれるということになれば一番いいんでしょ

うけども、あくまでも地方に下りていただくのが国のお金を使うのが

一番、私はベストだと思っておりますので、その地域で落ちる金は、

少しでも地元に残るようなお願いはずっとさせていただいておりま

す。 

そこにきらら街道がございます、植栽の話もございました。余り高

い木だとか根っこのある木はまた難しい問題がありますので。だから、

その辺をどう考えるのかと。江南橋を渡る、今、ネットやらあれして

いるけど、まだできていないからどういう感じになるかわかりません
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が、ああいう所に「なんと！なんぽろ」という植栽でもいいのかなと、

そんな思いもしておりますが、ある程度できないとそういうことにな

らない。先ほど言いましたように、それをつくることによって草取り

やら何やら地元で全部しなきゃなりません。そんなことも含めていく

と、本当にどこがいいのかというのが、まだちょっと私の中では定ま

っておりません。できるだけ町の負担もしないで、なおかつ、虫がい

いんですが、みんなにわかってもらえる方法はせっかくの周囲堤であ

りますので、きらら街道に面したものぐらいは何かできないのかなと、

そんな思いはありますけれども、ある程度完成を見て、そんなことも

ちょっと考えていくべきではないかなというふうに思っておりますの

で、参考にもさせていただきますけれども、そんなことを思っており

ますし、この遊水地を含めて、郷土資料室に昔の過去からの水害の戦

い、先人たちがくぐってきた記憶もありますので、これらがこういう

ふうに変わってきたなということで子供たちがわかっていただける、

あるいはこれから生まれてくる子供たちにもわかっていただけるよう

に、両方見て感じていただければと、そんなふうに思っておりますの

で。私の名前が出るとか残らないとかそんな問題ではありませんので。

あくまでも南幌町がこういう過去の先人たちが苦労してきて、ようや

くこういうことになりましたよとわかるようにはしてあげたいなと、

そんなふうに思っております。 

議  長 ５番 内田 惠子議員。 

内田議員 

(再々質問) 

思うところは本当に皆さん同じだと思うんですね。ですが、やっぱ

り町長は南幌町の父ですから、力強くいろんなことを発信して、町民

の心を動かして。新聞にも出ておりましたけど、真狩でしたか、ボラ

ンティアで何百だかのユリを植えたとか。これからきっと間違いなく

そういうふうになっていくんだと思うんです。この工事も南幌が早く

完了ということで、本当に南幌からこの連絡協議会、各市町村のそう

いった所に提案していただけるように私たちも楽しみにしております

し、また、一緒に頑張っていきたいなとも思っております。私もずっ

と歴史をひも解くというんですか、うちの家系、ちょうど６代目が今、

小学校です。この子たちに本当に安心安全な町を残したいというのが

今の私の思いですから。自分の経験上、ローカルですけど、フルマラ

ソンの給水のお手伝いもしたりとか、あと、自転車の伴走をしたりと

かそういった経験もあり、子供たちに、危険でもあるけれど、やっぱ

りそこから守っていくということも知ってもらいたいし、私たちもそ

ういう思いをさせながらでも守るんだということも経験、一緒にして

いかなければならないと思います。それにはやっぱり町長の言葉が人

を育て、まとめていくんだろうと思うので、まあ、こればかりではあ

りませんけど、連携、また千歳川を縁として、新たな縁を結んでいた

だきたいと思います。またこのほかにももし町長がこれだけはという

思いがあるならば聞いて終わりにしたいと思います。 

議  長 町長。 

町  長 

(再々答弁) 

内田議員の再々質問にお答えいたします。まずは、遊水地を含め、

堤防・橋架で水害という言葉がほとんど忘れられるような地域環境づ
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くり。この先人たちが本当に苦労してきたやつを今の人たちに同じ味

わいはさせたくない。ですから、水害との戦いはできるだけ避けたい、

そういう思いでありますので、たまたま多くの方々の御協力をいただ

いて、２番目に我が町の遊水地が完成するめどがついたと。本当にあ

りがたいことであります。ですから、それがなくなることによって住

民の方も安心して住んでいただける、あるいは、農業を営んでいただ

ける、そんな環境ではないかなというふうに思っておりますので。た

だ、今はそれには望んでおりますが、それで安心してというか、あぐ

らをかいているわけにはいかない。逆に言うと、御質問がありました

ように、これを利活用した何かができないのかと。そして、我が町で

できなければ、先ほど議員からもありましたけども、この遊水地が結

ぶ縁で４市２町、あるいは国・道と含めて、ここで何かできないのか

なと。この千歳川は本当に過去の歴史からあって、今、サケも上る時

期です。そういうすばらしい川に恵まれているわけでありますから、

それらも含めて、何とか国・道を動かしながら、そして、町も協力し

ながら、この自然環境、すばらしい環境を守っていきたい。それを次

の世代に伝わるように私はやっていくべきではないかなというふうに

思っております。これは多くの町民の方の協力をいただいてやること

でありますので、ぜひ６つのどこの町でも今苦労して、この利活用の

問題を考えております。ですから、町で持つ分、道で持つ分、国で持

つ分と、私はある程度あるのではないかなと。それを探りながら、町

民あるいは町外の方々が利用していただいて喜んでいただける、そう

いう施設も含めて、堤防を使っていただければありがたいことだと思

っておりますので。そのために、これからも私の話としては、いろん

な所に行って先人のあれをなくして、今度はいい意味でみんなが住ん

で喜んでいただける。こういうことがあってこうであるよとか、そう

いう伝え方をしながら、この環境がさらによくなることに頑張ってい

きたいなと、そんなふうに思っています。 

議  長 以上で内田 惠子議員の一般質問を終わります。 

１１時１０分まで休憩をいたします。 

（午前１０時５７分） 

（午前１１時１０分） 

議  長 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

次に１０番 熊木 惠子議員。 

熊木議員  町長に２問の質問を行います。１問目です。地域おこし協力隊員の

募集について。総務省が平成２１年度から取り組んでいる事業として、

地域おこし協力隊制度があります。人口減少や高齢化などが著しく進

む地方へ都市部の意欲ある人材が移住し、地域力の維持、強化を目的

とした支援活動を行うものです。３年間を経過した後、隊員が地域に

定住・定着することを期待した事業でもあり、近年、道内でも取り組

んでいる自治体がふえており、近隣の市町でも多数の募集を行い、地

域の活性化が図られているという報道もされています。私は今年７月

に新潟県十日町市の「縁をつなぐ力持ち、地域おこし協力隊」の取り

組みを視察研修してまいりました。現地で活躍する女性の生き生きと
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した報告に感動しました。３年の活動期間終了後の定住率も高く、人

口減少を食い止め地域を活性化する事業として本町での活用について

町長の考えを伺います。 

議  長  町長。 

町  長 地域おこし協力隊員の募集についての御質問にお答えします。地域

おこし協力隊制度については、地方自治体が地域外の人材を積極的に

誘致し、地域協力活動に従事してもらい、あわせて、その定住・定着

を図りながら地域の活性化、地域力の維持・強化につなげることを目

的とするものです。この制度は、総務省で制定した地域おこし協力隊

推進要綱に基づき、隊員の地域要件に該当する場合は一定の特別交付

税措置の対象となります。本町の場合、過疎地域の指定から除かれて

おり、条件不利地域に該当しないことから、募集対象は総務省の制度

に基づき、三大都市圏の都市地域または政令指定都市からと制限され

ています。また、地域おこし協力隊員の募集には活動内容を明確にす

ることが重要であり、町内の地域や団体などからのニーズが必要不可

欠です。また、地域協力活動の全体をコーディネートするなど、責任

を持って協力隊員を受け入れる環境づくりが求められるとともに、活

動期間終了後の就職支援等についても、あらかじめ検討・調整をして

おかなければなりません。このため、現段階での制度の導入は困難で

あると考えております。 

議  長 １０番 熊木 恵子議員。 

熊木議員 

(再質問) 

再質問を行います。今、最後の所で町長から、現段階での制度の導

入は困難であるとお答えいただきました。私は十日町に視察に行って、

その後、町長ともこのことについてちょっと懇談しました。確かに過

疎の地域から除かれているけれども、うちの場合、それをできないと

いう縛りがあるのかと伺った経緯があります。その中では町長は、縛

りはないというふうにお答えになったと思います。私の認識もちょっ

と違っていたりするのかもしれないんですけれども、やっぱり職員の

皆さんも町長も近年の地域おこし協力隊員の活躍というのは、いろん

な報道でされていて、ごらんになっているかと思います。この近隣で

も本当に１人２人はなくて、７名とかを一気に入れたりという形での

活用がされています。そういう中で私が考えたのは、本町もそれを取

り組むことによって、先ほど来の同僚議員の質問の中にもありました

ように、４町連携とかそういう形でもその取り組みが一環として生き

るのではないかと考えました。また、この協力隊員、私が実際に伺っ

た十日町では、現地でちょうど１年４カ月ですか、やられている若い

女性が来てくれてお話を伺いました。そういう中でも本当に初年度か

ら取り組んでいるその取り組み、まあ、豪雪地帯ですし地震があった

りいろいろして、地域的にはかなり大変な集落も抱えているというこ

とでしたけれども、何よりもやっぱりそれを取り組む姿勢というのに

すごく感動いたしました。取り組むのには、先ほど町長も答弁なさっ

ていますけれども、やはり受け入れる所、役場も含めてですけれども、

その地域とかの問題というのも確かにあると伺っています。それでも

やっぱりそこでコーディネートを探して、取り組むことによって地域
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が何よりも活性化するという実践例がたくさん出されていました。そ

の中で私もすごくいいなと思ったのは、キャッチコピーとか、先ほど

「なんと！なんぽろ」というのも出されていましたけれども、人口減

少を食い止めるために移住や定住の推進係というのを設置して、そこ

の中で課で十分検討しながら地域の人にも進めているということと

か、あなたにしかできない地域おこしの形がここにあるというような

フレーズで募集したところ、本当にいろんな経験を積まれている方が

募集に参加してきたということが出されていました。定住率とか、最

初に来た時は単身で来られた方も家族を呼び寄せて、そこで定住して

いくというような形が生まれて、やはり新しい人方が入ってくること

で町が活性化するというのはたくさんの事例から見てもすぐれた経験

だと思います。そうこういろいろ言っても、うちは該当しないからで

きないんだという答弁で、そこであれば話も終わってしまうんですけ

れども、私は先ほども、まち・ひと・しごと戦略という形で今、国の

に乗っていろんな計画も立てられています。そういう中で、先ほども

ありました１６名の戦略チーム、その戦略チームが１８１項目を出し

た中にも地域おこし協力隊員の募集というか、それは項目にあったと

思います。ですから、総務省の事業に乗るか乗らないかではなくて、

町単独でもやっぱりそういう地域おこし協力隊というようなフレーズ

で募集する、町のお金をつぎ込んでもそういうことをやるというよう

なことが必要ではないかと思います。人口減少が叫ばれてずっとです

けれども、ついに８，０００人を切ったということは、やはり皆さん

一致して、このことを本当に何とかしなくちゃと思っていることです。

ですから、私は国からの補助がないから取り組まない、取り組むとか

ということではなくて、町として取り組む姿勢というか、そこを町長

に伺いたいと思います。 

議  長 町長。 

町  長 

(再答弁) 

熊木委員の再質問にお答えをいたします。制度があるから、ないか

らと、これを取り組まないというのではなくて、先ほど言ったように、

うちの町でニーズがあるかどうか。こんなに農家の方の所にも後継者

が育って、あるいは新規就農が入って、あるいは地域でそうやって活

動していただいている。行政から押しつけて、この地域でこの人を配

置しますからこういうのをやりましょうとそういう、私は違うと思い

ます。商工業、農業を含めて、そういうニーズがあって、自分たちが

困っているのでこういう人材を活用したいので、何とか行政も力にな

ってくれというのであれば、これは当然、制度があるなしにかかわら

ず取り組まなきゃなりませんが、今現在の時点では、そういうことは

ない。そんな中で行政がやるとしたら、もう行政が強制で押しつける

と。私はそんな時代ではないと。まして、先ほど言ったように条件不

利地域ではございませんから、援助はあるにしたって、そんなに多い

わけではありません。ですので、うちは、そんな部分がどうなのかな

と。将来的には、これはまたわかりません。そういう声がどんどん上

がってくれば、当然、そういう人材確保のために協力隊なのか、どん

な形になるかは別として行政がやらざるを得ないのかなと。今のとこ
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ろ、まだ郡部の集落にとっても、それぞれ皆さん、元気に活動してい

ただいております。そういう活動を通じながら地域の人たちの交流が

なされている以上は、また、ここの協力隊を呼んできてやるという、

うちの町の現況には私はないような気がします。ですので、いる方々

が元気になれるような方法を、今、まち・ひと・しごとの総合戦略も

含めて考えるべきではないかなと。どうしても、それで足らない、ど

こか違う人を頼んだらはと、そういう声がどんどん大きくなってくれ

ば、これは私はそういうこともあり得ると思いますが、現時点では、

何もない状況の中で行政が押しつけでこれをやろうということには考

えておりませんので、いろんな声が出てきたときには、また考えさせ

ていただきたいなと、そんなふうに思っています。 

議  長 １０番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 

(再々質問) 

再々質問させていただきます。正直言って町長のほうから何もニー

ズがないという答弁をいただいて、すごく残念に思います。私は全く

ニーズがないということではないと思うんです。行政がそれをやらせ

るとかという考えではなくて、やっぱりこういうことが起きてきてい

る背景というのは、確かにうちの町は過疎地が外れています。だけど

も、以前は過疎地帯でした。それと過疎債がないおかげでいろんな不

便というか苦労というか財政的にも苦労しているというのも実際であ

ります。札幌市にすごく近い、こういう立地条件の良さの中でも、じ

ゃあ、なぜ人口が減っていくのか、私はそこの所にやっぱりもっと考

えを絞るべきではないかと思います。そのことが先ほど来の同僚議員

の質問にあったかと思うんです。やってもらう仕事がないから募集し

ないとかではなくて、やはりこのことを媒体にして、起爆剤として活

用していくということのその姿勢が私は大事ではないかなと思いま

す。農業、確かに、南幌町は農業、近年、農家人口は減っているけれ

ども、後継者が跡を継いで立派に農業経営をしていますし、法人もた

くさんあって、順調に今、農業は推移していると思います。そのこと

を私も認めるところですし、南幌町の特産の農産物、本当においしく

て、すばらしい宝だなと思っています。そういう中で、じゃあ、新規

就農とか、古い農家の家とかというのもなかなか少ないんですけれど

も、例えば、そういう所に南幌町で農業をしてみたいとかというよう

なところに門戸を開くというような姿勢がまだまだ少ないんじゃない

かなと思うんです。ですからそういう形とか、それから商業とかにし

ても、私はやっぱりこの人口規模の中で商店街の方、たくさん努力を

なさっていますけれども、年々商店の数は減っていますし、大きなス

ーパーというのは本当に１店しかありません。以前にもお話ししたか

と思うんですけれども、防災、後のことでも触れますけれども、そう

いう防災とかという時に、うちの町で買い物ができる場所というのは、

本当に日用品を含めて、食料品を含めて少ない、そういう実態にある。

そういう中では新たに商業の取り組みとか、それから保健福祉課でも

行われている安心して老後を南幌町で過ごしていくという取り組みの

中に、十分、職員でも頑張ってやっていますけれども、そこに外部の

人の手が入ったり声が入ることによって、もっとより豊かになってい
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くのではないかと思います。ですから、そういう視点で考えると、全

くニーズがないからやらないとかということではなくて、取り組む姿

勢こそが大事ではないかと思います。予算のことも町長は言われまし

たけれども、どこにお金を使っていくのか。財政が十分豊かだという

ふうには思いませんけれども、年々財政の水準も上がってきて、いろ

んなものが取り組めるようになってきているかと思います。そういう

ところに今、人口減少、そして、まち・ひと・しごとづくりというこ

とで、それとかみ合わせると、このような施策をとり入れるべきでは

ないかと私は思うんですけれども、そこ、再度町長に考えを伺います。 

議  長 町長。 

町  長 

(再々答弁) 

熊木の再々質問にお答えをいたします。ニーズがないというのが、

先ほど私も、行政が押しつけでその地域に配置する制度ではないとい

うふうに思っております。農家の方の新規就農という話、これはかな

りのハードルがあります。おかげさまでうち、耕廃地、全てありませ

ん。現在、順調に農地は農地として使われておりますので。何軒か新

規就農で元農家をやっている方と一緒にやって、新規就農もあり得ま

すけども、新たに今の制度の中で、うちの水田を中心とした土地利用

型の農業で新規就農というのは、これは相当厳しいものがあります。

国、北海道、町が相当支援をしない限りはなかなか難しい背景にある

なというふうに思っております。それから、商店街を含めて町の方々

も含めて、そういう方々が必要なのかどうかというのは、なかなか上

がってこない。今の商工会の職員、あるいは経営指導を含めて、やっ

ていただいている方々も含めて、ある程度満たしている部分もあろう

かと思います。先ほど申し上げたように、行政が押しつけて、この地

域にこの人、この地域にこの人ということには私はならないと。です

から、先ほど言ったように制度は制度としてあるわけですから、活用

できることがあればお金がかかろうがかかるまいが、住民ニーズが多

ければ当然やっていかなければなりませんが、今の時点では、そんな

声がまだ上がってきていないので、この制度があるのは十分わかって

おります。いろんな先輩の町の首長さんのお話も聞いております。含

めていくと、うちの町にはまだまだそこまで必要ないのかなと。それ

だけ良い地帯に居るわけでありますから、そんなことを含めて考えて

いきたいなということで。この制度がだめとかやめたとかというので

はなくて、今のうちの町の条件の中では、まだ取り入れる必要はない

なと、そういう考え方でございます。 

議  長 １０番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 なかなか見解が一致しなくて残念ですけれども、第２問に移らせて

いただきます。２問目は、防災ガイドブックの作成は、について町長

に伺います。近年の異常気象による大雨、洪水、地震などの災害によ

る被害が相次いでいます。いつ発生するかわからない災害です。日ご

ろの備えで大切な命を守るためにも、本町の防災計画並びに水防計画

の策定に当たり、町民にわかりやすい防災ガイドブックの作成が必要

と思います。洪水ハザードマップが平成１７年度に作成され全戸配布

されておりますが、１０年を経過し、町内の公共施設の変更や居住す
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る住民の転入などもあり、最新版のガイドブックの作成、全戸配布が

急がれると思います。避難場所の所在地や地図、避難の基礎知識、災

害時の緊急連絡先、日ごろから準備するものなどを保存版として作成

するとともに、各家庭に避難場所を示す表示ステッカーの配布が必要

と思います。今後の災害・防災計画についてガイドブックの作成時期

や内容について伺います。 

議  長 町長。 

町  長 防災ガイドブックの作成は、の御質問にお答えします。近年、全国

各地で大雨や台風による水害、地震や火山噴火の自然災害など、これ

まで想定していない場所での甚大な被害が発生していることは議員御

指摘のとおりです。本町の洪水ハザードマップについては、平成１７

年度に作成し、全戸配布してから１０年を経過しておりますが、この

間、転入者に対してはハザードマップの配布、そして、広報誌やホー

ムページによる防災に対する普及啓発を行ってきたところです。洪水

ハザードマップの作成には、浸水想定のための河川データが必要とな

り、現在、洪水調整を目的とする遊水地の整備や河川のしゅんせつ、

堤防の改修が行われており、それらを踏まえて平成２８年度に国のデ

ータが示されることから、その後、内容の見直しを行い、全戸への新

たなハザードマップの配布を予定しています。 

なお、見直しをする際には、災害種別ごとの避難所や位置図に加え

て、基礎知識、災害時の緊急連絡先、日ごろの備えなどを記載した内

容も含め作成する予定としていますので、それまでの間については、

今までと同様に広報誌やホームページ等を活用し、災害に関する情報

や避難所等の更新情報をお知らせしてまいります。 

また、本年１０月に公共施設の廃止等に伴う指定避難所の一部変更

を行うことから、広報・ホームページ等への掲載、そして、各家庭に

掲示ができる災害種別ごとの避難所と位置図を記載したチラシの配布

を実施します。 

議  長 １０番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 

(再質問) 

今、町長のほうからは、平成２８年度に国のデータが示される、そ

の時にガイドマップをつくるということでした。広報とかホームペー

ジなどでも知らせていくというふうに答弁されましたけれども、私は

やっぱり今日もすごく雨が降りましたし、先日の作況調査の時もすご

く大雨でした。やっぱりそういう災害って本当に今、予期しないもの

がどんどん起きている。そういう中でやはり町民もすごく不安に思っ

ている方ってすごく多いと思うんです。それで、改めてやっぱり自分

の所の避難場所がどこなのかというところが、なかなかわからないと

いうところが今の実態ではないかと思います。それで、そういうもの

こそ急がれると思うんですけれども、それでもやっぱり平成２８年度

の指針が出てからでないとつくらないのか、その辺をちょっと１点確

認したいと思います。 

また、私、質問の中で避難場所を示す表示ステッカー、それも必要

ではないかと質問いたしました。これは私、実際にほかの町にちょう

ど行った時に、こういう形で今年の３月、平成２７年の３月につくら
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れていて、中を見るとすごくわかりやすく地図ですとかいろんなこと

が書かれていました。それと同時に家の玄関に、あなたの家の住所と、

それから、あなたの家の避難場所は何の時はどこですというふうに結

構大きなステッカーが張られていました。それはどうしたんですかと

聞くと、張る方はその人によって一番目立ちやすいテレビの所に張っ

ているんだとか、いやいや、雨が降ったら急いで外に行くから、外の

玄関の所に張っているとか、その張り方はいろいろあるらしいんです

けれども、やはりそれはすごく目を引いて、いつでもやっぱりそうい

うことに目に触れると日常ふだんから災害の時の知識というのが叩き

こまれるというか、自然のことだなと思ったんです。ですから、やっ

ぱりそういう急ぐべきもの、それはやっぱり先にやってもいいのでは

ないかなと思うんですけれども、その辺も含めて町長の見解を伺いま

す。 

議  長 町長。 

町  長 

(再答弁) 

熊木議員の再質問にお答えをいたします。先ほど言った本当の改訂

版というのはやっぱり河川のしっかりした基礎データが出て、それで

やるべきだと思っていますので、今出して次の年また変えたものを出

すという話には私はならないと。先ほど答弁させていただきましたよ

うに、１０月にそういうチラシを各戸に配布させていただきますので、

地震あるいは洪水の時にはどこへ行くというふうになっております。

誤解のないようにお話ししたいのですが、全町民が全部避難所に行く

という洪水ではありませんので。地震にして１カ所に集まる、地震に

ついてはそれぞれの地域がありますから、そこに。それから洪水も南

幌町で一番高い人たちが避難場所に来られても困るわけですから。そ

の辺、誤解のないようにお願いをしたい。議員からいろいろ毎年何回

か洪水だとか災害のハザードマップだとかいろいろ御質問をしていた

だいて、これはありがたいんですが、町民にとっては、南幌町ってそ

んなに危ない町なの、議員の皆さんがこんなに質問するということは

危ないんですかという話。これだけ洪水が大分、遊水地も含めてでき

てきますから、それはいろんな災害があるので何とも言えませんけど

も、ある程度安心できる町になったのかなと思っております。それと、

洪水の場合は警報が出たら、うち、職員はもう既に配置になって出て

おります。これは土曜だろうが日曜だろうが夜中だろうが。それで情

報をつかみながら気象庁と、あるいは、全国の情報をつかみ、あるい

は雲の状況、その中に雨の量が予測されておりますから。今の気象デ

ータ、非常にありがたい部分であります。でも、頻繁に出ています。

ありがたいんですが頻繁に出ています。ですが、その辺の状況を判断

しながら、うちの町は火山があるわけでありません。ですから、あく

までも水害対策については、真剣に警報が出た時には情報把握に努め

て、どうあるべきかと常にやっておりますので、ある程度安心してい

ただければと思います。それでなおかつ今回１０月に避難所の場所が

一部変わりますので、そのことを含めてチラシ等々で一回出させてい

ただいて、その上で新しく洪水のデータ等々が出ますので、それでち

ゃんとしたハザードマップをつくった上で町民の皆さんに示していき
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たいなと、そんなふうに思っておりますので。１年の違いでハザード

マップを出して、違っていたという話にならないと思いますので、そ

れらのデータを見ながら、同じであれば同じで出したいと思っていま

すけども、見直しがかかればかかったような方向で出さなければなり

ませんので、私はそういう思いでしておりますので。ある程度、うち

の職員もそういう危機感を持って災害対応にやっておりますので。そ

れに想定できないものは何があるのかと、逆に聞きたい分野でありま

す。うちの町にとって何が想定以外でやらなきゃならないのか。そう

いうものがあれば、また教えていただきたいなと。今ある、私どもの

承知している部分では洪水と地震対策かなというふうに思っておりま

すが、それ以外にこれも落ちているよということがあれば、またお話

しいただければと思います。 

議  長 １０番 熊木 恵子議員。 

熊木議員 

(再々質問) 

再々質問を行います。誤解しているわけでもありませんし、防災の

質問をしたから町民に不安、逆に不安を与えているともとれるような

町長の答弁でしたけども、そうではないと思うんです。今、確かに町

長も言われたように、雨が降ったりいろんなときは、今のは本当によ

くできていて、気象の。先日も議員で研修とかに行っている時も、雨

がどこまで来ているというのが本当によくわかって。だから、皆さん

もやっぱりそういうものを見ながら日常を備えていると思うんです。

私が言いたいのは、確かに１０月にチラシで新しい避難場所とかの公

共施設の名前が変わったので、そういう形のものは配られるというこ

とで、それはありがたいなと思うんです。だけれども、町長から今、

逆に聞きたいと言われたけれども、私も南幌町は海があるわけではな

いですし、大きな山もないので、やっぱり地震と水害だと思います。

地震も必ず全道で地震が起きると南幌町は必ず揺れて、必ずテレビに

出ます。それとやっぱり道外に住んでいる親戚からとかも大丈夫かい

という電話が来るぐらい、やはり地盤も不安定というか、そういう中

でそういうことがあるので、やはり防災に対してはこれでもかという

ぐらい予備するというか、そういうものは備えておく必要はあると思

うんです。ですから、水害の時にもちろん全員が避難する必要がない

というのもありますし、私の所も意外と場所的には高い所なのでそう

いう心配はないかなと思ったりもしますけれども、やはりとっさの時

に自分のうちはどこに逃げたらいいのかというところは率直に住民が

思っていることだと思うんですよね。今、高齢化で老人だけの世帯だ

とかそういう所も増えていますので、そういう意味ではステッカーな

り、それを張ることでいつでも目に触れて安心できるというような良

いものは、やっぱり先に取り入れるべきではないかなと思うので、再

度そこのところをお伺いいたします。 

議  長 町長。 

町  長 

(再々答弁) 

熊木議員の再々質問にお答えをいたします。災害のことは本当に念

頭に持ちながら、常に危機管理を持ちながら、これはやらなければな

りません。１０月にチラシ等々を少し見やすいようにというふうに、

まあ、その反響を見ながら今度はハザードマップをつくるときにどう
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あるべきかということも、先ほど申し上げたように、避難場所のあれ

だとか緊急連絡先だとか備えだとかということも、ある程度網羅した

中できちんとしたいなというふうに思っております。地震の場合は、

何が起きるか想定がわからないです。私どもが聞いているのは、木造

の住宅が一番丈夫だと。東北の大震災、地震ではほとんど壊れていな

いんですよね。津波で全部流されて壊れたということ、僕の友達なん

かも聞いていると、一番危ないのは急に動くのが一番危ない。特に夜

なんかは道路が陥没したり、橋が落ちている可能性が非常にあるので。

よく住宅の机の下に隠れなさいとかそういう問題があるんですが、た

だ、たんすやらいろんな物が転がってくるというのも、これはまたあ

るわけで、そんなことも含めながらハザードマップをしていきたいな

と思っていますが、うちの町にとってやっぱり先人が苦労してきた水

との戦いでありますから、遊水地やら堤防強化、新設工事をやって、

これで完璧ということはあり得ない。ですから、そういう洪水の対策

は当然これからも続けていかなければなりませんし、これだけ良くな

っているけども何が起きるかわからないという御指摘でありますか

ら、できるだけ時代に即すように、あるいは住民が不安にならないよ

うにしていきたいなと。多分、この今回の一般質問がまたホームペー

ジに載ったら、私の所へ電話を来る方がいるんですよ。何人も来るん

ですよ。この議員がこう言っていたから、こう言うということは、う

ちは実は危ないんだよ、そういうことではないんですという話をさせ

ていただいて。それから、１０月以降に配布されるチラシ、町内会に

よっては、場所によっては動かなくていい方々が出てくるんですよ。

それがきちんと伝達できるかどうかというのが、これから大事ではな

いかなと。同じ町内会でも片方は動かない、片方は動かなきゃならな

い、そういうことがありますので、議員各位については、それが出た

時には、自分の町内会はこことここは動かなくていいんだよ、ここは

動かなきゃならないよ、ここの小学校なら小学校に行かなきゃならな

いよという、そういう把握はしていただきたいなと。当然、困ってい

る方については、町のほうが直接、保健師あるいはあいくるにいる職

員を通じながら安否確認を含めて連絡はするような体制づくりはでき

ておりますから、それはそれで動かさなきゃなりませんけれども、と

りあえず、今、これで１０月で施設の変更がございますので、それと

あわせて皆さんに配布させていただいて、その後については、国の河

川データをきちんとしてから皆さんにまた配布をしたいと、そんなふ

うに考えております。 

議  長 以上で熊木 惠子議員の一般質問を終わります。 

次に４番 志賀浦 学議員。 

志賀浦議員 町長に１問質問いたします。情報発信の総合窓口設置についてと題

して質問いたします。先日、知名度高揚に係るイメージ映像の制作が

行われました。南幌町をＰＲするキャッチコピーも「なんと！なんぽ

ろ」。見ても、食べても、住んでも、「なんといっても南幌町がいい」、

この発信が一人でも多くの人の目にとまり、南幌を知ってもらえるこ

とを期待しています。また、アイドルグループの結成や子育て情報誌
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でのＰＲ及びセミナー等の企画もされていますが、対象者を子育て世

代に見据えているものと思います。この対象者が興味を持ち、次に進

むのはネット検索が主流になると思います。そこで、我が町の多様な

情報発信の一つにホームページがあると思います。ホームページもリ

ニューアルして見やすくなったように思いますが、内容の充実も必要

であると思います。先日、検索欄で「子育て支援」と入力すると実に

４４件も項目が出てきました。昨日入れてみたら３９件になっていま

した。重複項目や必要のない項目も多く、必要とする項目にたどり着

くのには時間がかかります。そこで、トップページに支援制度ハンド

ブックなりの項目を入れて、各課の政策を一元管理してはいかがかと

思います。 

また、報道関係者への情報発信も一元化して、南幌町にかかわる行

事等をメールやファックスで頻繁に発信してはいかがかと考えます

が、町長の考えを伺います。 

議  長 町長。 

町  長 情報発信の総合窓口設置についての御質問にお答えします。本町の

ホームページにつきましては、本年１月にリニューアルを行い、トッ

プページなどのレイアウトのほか、タイムリーな話題を提供する「な

んぽろのイチオシ！」欄を設けるなど、内容の充実に努めているとこ

ろです。御指摘のありました子育て支援については、くらしの便利帳

にある「こども」と表示されているアイコンを開くと、子育て支援に

関する子ども・子育て支援事業計画並びに子育て支援ガイドブックを

初め、子育て支援に係る各種事業などがわかりやすく閲覧できるよう

１つのページに整理したところです。なお、他の政策等についても閲

覧しやすい環境づくりに努めてまいります。 

また、報道関係者には、まちの話題や行事などについてタイムリー

な発信が求められることから、これまで同様、各担当課において随時

発信してまいります。 

議  長 ４番 志賀浦 学議員。 

志賀浦議員 

(再質問) 

再質問いたします。先に申しました知名度高揚に力を入れていると

いうところ、これは大いに期待しています。前にも１回質問した時に

確か今金町の話をしたかなと思うんですけど、ちょっと昔を思い出し

てみますと、２０年ほど前に出たフレーズ、「バリバリ夕張」というの

がいまだに使われていると。近年はこれは今金がフェイスブックで使

ってやったり、また、遠軽がラジオＣＭをやったり、各町村いろいろ

やっています。訓子府町の四季観光コンテストなんかもラジオでかな

り宣伝していました。この出し方がうまくいくと結構それで知名度が

上がっていくのかなと私は思っています。その出し方で今、最近、私

もついていけないんですけども、フェイスブックなりユーチューブな

り動画なりと、かなりついていけない部分もありますけども、若い人

は簡単に入っていきます。今、タブレットなりスマホなりで。その中

で一番先に入ってくるのがやっぱり興味を持った時に、まず最初に、

その町のホームページを見るのかなと。今、お答えの中で子育て支援

ガイドブックというところもありましたけども、そこにたどり着くの
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が簡単なほうが一番いいのかなと。だから、トップページで出すのは

どうなのかなと思っていました。私たち、先回、新得町に研修に行っ

てきました。今日報告があったとおり。なぜあそこに先に飛びついた

かなと思ったら、高校関係の問題なんですけども、あそこのトップペ

ージにそれに行けるような感じで出ていました。１つの項目を開くと、

大体そこの幼児から高校、また、その次の移住促進まで。ザーっとそ

の支援内容というのが一覧で１０ページほどなんですけど、中身を掘

り込まなくても事業の概要がわかりやすく入っていました。また、本

州のほうでもありました。金山町という所、そこも１ページにまとめ

て出してあります。中に掘り下がらなくても、ある程度、その支援内

容がわかるような感じ。そういうものをぜひ作っていただきたいなと。

何カ所も検索して入って、ああ、ここ違った、戻ったとやっていると。

大体、今日、３９項目出た、自分が調べた所で行くと、そこの中で１

０カ所以上がもうただ申請書の申し込みの場所だったと。そういうの

は別に後からゆっくり入ればいい話で、そこを魅力のある所の施策を

１ページで管理していけないのかなと。１ページというか、１カ所の

アイコンの中で管理していけないのかなと。そういうふうに思って質

問いたしました。 

また、もう１つの情報の発信のファックス、また、メールなんです

けども、先回、私たちが福島の子供たちを呼んだ時に大変お世話にな

って本当にありがたいなと思ったんですけども、その中で道新の記者

から私の所に電話がかかってきました。こういう話をちらっと本社か

ら聞いたんだけども、南幌町さんは情報を発信しないんですかと。い

つ伺えばいいですかと。たまたま前の日だったので、次の日、私がい

ますので来てくださいと言って、受け入れの時に皆さんと一緒に写真

を撮ることができて大変良かったなと思うんですけど、こういう管理

の仕方も例えば総務課で１本でやるとか、ただ、町のお祭りだけでは

なくていろんなものを、例えば報道各社、４カ所、５カ所と一斉配信

するとか、そういうシステムをぜひつくってほしいと思うんですけど

も、町長のお考えを伺います。 

議  長 町長。 

町  長 

(再答弁) 

志賀浦議員の再質問にお答えします。パソコンを含めて機器の変わ

り目というか、すごく早いので、うちも直して、今見やすくしている

と思います。言われた御指摘があって、また必要な方もいるものです

から、それを１つでやるということだから、いろんなニーズがあるの

で、ここを言われたからここを全部やる、そんなことにはちょっとな

らないんですが、できるだけ周りのいろんな方が見て見やすい、それ

には回転していくのはもちろんこれはもうやっていかなきゃなりませ

んので。ただ、スピードがちょっと遅れている部分があるかと思いま

す。そういう声も聞きながら、だけど前のやつがまたいなくなったと

いう話もありますので、これは総合的に判断しながら、できるだけ早

く検索できるように、あるいは見やすいようにというのは今後とも検

討課題かなというふうに思っております。 

それから、情報発信については、それぞれ町はいろんな課からあっ
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たやつを、その課で発信していただいております。というのは、先ほ

ど言ったように、総務課に来ても、総務課以外のことを言われても何

にも答えられないんです。以前もあったんです。だから、結局そこで

もうカットされる。それで、内容的に、これはどういうわけでやって

いるんだとかというのは、それが担当の課に行くとほとんどの部分が

ある程度はクリアできる。ですので、情報発信はかなり出しています。

出しているけども、使うか使わないかは報道機関の関係者でございま

すので。私どもは出してほしいからいろいろ、今日は何の行事がある

よというのは出しているんですが、それぞれの紙面もありますし、い

ろんな町もあると思います。できるだけ落ちこぼれないように何でも

いいから発信しようということで、今、ある程度小さなことも含めて

発信していますので、これからもそういう趣旨で行きたいと。志賀浦

議員、総合窓口という部分はあるんですが、内容が全部把握できない

というのがあって。だから、今、報道機関によっては職員の所へ直接、

これはどうなっているということで担当課に来るようになっています

ので、それらを含めるとやはりそれぞれの担当でやったほうがきちん

ときれいに間違いない伝わり方がするのではないかなということで、

今、そのほうで進めているところであります。 

議  長 ４番 志賀浦 学議員。 

志賀浦議員 

(再々質問) 

事情はある程度わかりましたので、よろしくやっていただきたいと

思います。あと、今、イメージ映像なんですけども、９月中にはでき

あがるということなので、それが流れ出した時に問い合わせでもたつ

かないように、できるだけホームページの整理もしていただきたいな

と。ホームページの中身を見たら結構古いものも入っていて、外して

もいいようなものも結構ありました。そういう管理も確かホームペー

ジの管理は、まちづくり課かなとは思っていたんですけども、その辺、

せっかくリニューアルして、各課がばんばん更新していける体制にな

っていることは知っていますけども、それをまた１つまとめて関連し

ていただきたいなと。古い情報のまま問い合わせの来ないようにして

いただきたいなと思います。 

また、情報発信の面に関して、先ほどのファックスの件ですけれど

も、町長の言うこともわかりますので、それは町長のほうで皆さんに

各課にしっかり言っていただいて、できるだけ多く、楽しいものはで

きるだけ多く出していって、町のＰＲにやっていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。答えはいただかないで終わりたいと

思います。 

議  長 以上で志賀浦 学議員の一般質問を終わります。 

以上で一般質問を終結いたします。 

昼食のため１３時１５分まで休憩いたします。 

（午前１１時５４分） 

（午後 １時１５分） 

議  長 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

●日程５ 認定第１号 平成２６年度各会計決算認定についてを議

題といたします。 
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理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました認定第１号 平成２６年度各会計決

算認定につきまして、提案理由を申し上げます。 

まず、平成２６年度一般会計の決算につきましては、歳入歳出差し

引きで１億２，２７９万６，３０７円の残額となりました。主な事業

としては防災備蓄品整備、緊急通報システム更新、障がい福祉・子育

て・高齢者支援、保健事業、多面的機能支払事業、南幌温泉ハート＆

ハートボイラー等改修工事、商工業振興事業、元町公営住宅改修工事、

消防ポンプ付積載車更新、生涯学習センター耐震等改修工事などを実

施したところです。なお、地方創生先行型事業、道営経営体育成基盤

整備事業、夕張太公営住宅改修事業、町民プール整備事業ほか３事業

を繰越したため、繰越明許費繰越額３，０８２万５，０００円を差し

引くと、実質収支額は９，１９７万１，３０７円となります。 

次に、平成２６年度国民健康保険特別会計の決算につきましては、

歳入歳出差し引きで５，６５３万７，８４４円の残額となったところ

です。 

次に、平成２６年度下水道事業特別会計の決算につきましては、歳

入歳出差し引きで７１７万８，４３５円の残額となったところです。 

次に、平成２６年度農業集落排水事業特別会計の決算につきまして

は、歳入歳出差し引きで４５万７，５４８円の残額となったところで

す。 

次に、平成２６年度介護保険特別会計の決算につきましては、歳入

歳出差し引きで３４７万５，０２３円の残額となったところです。 

次に、平成２６年度後期高齢者医療特別会計の決算につきましては、

歳入歳出差し引きで６８万１，０７７円の残額となったところです。 

以上、平成２６年度各会計の決算につきまして御審議の上、認定い

ただきますようよろしくお願い申し上げます。 

議  長 本案につきましては、平成２６年度南幌町一般会計及び特別会計決

算審査意見書として監査委員より意見が付されておりますので、局長

をして朗読いたさせます。 

局  長 （朗読する。） 

議  長 監査委員から補足説明があれば賜ります。 

（ありませんの声） 

 ただいま上程されました平成２６年度各会計決算認定についての取

り扱いについてお諮りいたします。 

１０番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 ただいま上程されました平成２６年度各会計決算認定に当たりまし

ては、議長及び議会選出の監査委員を除く９名による決算審査特別委

員会を設置して本案を付託し、休会中に審査してはいかがかと思いま

すので、議長よりお諮り願いいたします。 

議  長 お諮りいたします。ただいまの熊木 惠子議員からの御発言は、９

名による決算審査特別委員会を設置して本案を付託し、休会中に審査

するという御意見でありますが、さよう決定することに御異議ありま

せんか。 
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（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は決算審査特別委員会に付託し、

休会中に審査することに決定いたしました。 

ただいま設置されました決算審査特別委員会の正副委員長について

お諮りいたします。 

１０番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員長には志賀浦 

学議員、副委員長には石川 康弘議員の両氏を推薦いたしますので、

議長よりお諮り願います。 

議  長 お諮りいたします。ただいま熊木 惠子議員から提案がありました

とおり、委員長には志賀浦 学議員、副委員長には石川 康弘議員と

の御発言でありますが、さよう決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって委員長には志賀浦 学議員、副委員

長には石川 康弘議員と決定いたしました。 

●日程６ 認定第２号 平成２６年度南幌町病院事業会計決算認定

についてを議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました認定第２号 平成２６年度南幌町病

院事業会計決算認定につきまして、提案理由を申し上げます。病院の

経営状況につきましては、前年度に比べ、外来患者は増加しましたが、

入院については減少し、さらに経常経費の縮減に努めましたが、会計

基準の見直しもあり、収益的収支では４，７６４万４，０９７円の純

損失となったところです。 

以上、平成２６年度病院事業会計の決算につきまして御審議の上、

認定いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

議  長 本案につきましては、平成２６年度南幌町病院事業会計決算審査意

見書として監査委員より意見が付されておりますので、局長をして朗

読いたさせます。 

局  長 （朗読する。） 

議  長 監査委員から補足説明があれば賜ります。 

角畠監査委員。 

監査委員 若干、補足説明をさせていただきたいと思います。決算審査意見書

の１１ページをごらんください。審査の結果ということで経営概況、

それから審査意見をまとめてございます。それの中で、まず最初に申

し上げたいのは、地方公営企業法第３条に運営の原則というのがござ

います。それは、地方公営企業は経済性の発揮及び公共の福祉の増進

に寄与するということが運営の基本原則であるということを述べられ

ておりますので、経済性だけを言えないということを念頭に置きなが

らお話しをさせていただきたいというふうに思っております。詳細に

つきましては、２ページから１０ページまでに記載をしておりますの

で、一度はごらんいただいているかと思いますが、後ほど改めてごら

んをいただきたいというふうに思っております。 

この１１ページの経営概況でポイントは３点です。１つは、外来で
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１，４８０万、収入が増えておりますが、入院で１，４９０万、収入

が減って、差し引き１１万円、診療収益が減少したということ。 

２つ目は、病床利用率が５０％を割ってしまいましたが、医療体制

とベッド数、固定的に係る経費を考えると病床利用率を何％ぐらいに

していくのかということを、常に１００になるような人員体制、医療

体制を組めるのかということもありますし、何％ぐらいでやっていく

のかということを検討する必要があるだろうというふうに思います。 

それから、３つ目は会計基準が変わったことを含めて、平成２６年

度は、４，７６０万円の純損失となってございます。これにより累積

損失は、７億９，０００万円の累積損失になったということでござい

ますので、これを今後、病院の経営をどう維持していくのかというこ

とについて十分検討が必要だろうというふうに思っております。 

審査意見では、２つの改善すべき事項を記載しております。１つ目

は、平成１６年度に消費税の課税事業者の選択が、免税事業者が３，

０００万円から１，０００万円に引き下げられました。それから、消

費税の課税事業者に町立南幌病院はなっているわけですけれども、①

に記載のとおり経理が適切でないということで、翌年度に前年度の納

税分を経費として支出をしておりますが、これは課税年度で処理する

のが妥当でございます。したがって、いわゆる公会計は現金主義、企

業会計は発生主義でやっておりますので、発生主義というところを混

同しているというふうに思ってございます。 

それから、２つ目、病院会計の決算書には、資本的に収支の不足額

は過年度損益勘定留保資金で補填すると常套句としてずっと記載され

ているわけですけれども、一体この額が幾らあるのかということは、

今回、たびたび計算をしてもらったんですが、３回、回答をもらった

んですが、３回とも納得のいく数字にはなっていないということで指

摘をさせていただいてございます。これを明確にしていく必要がある

だろうというふうに思います。 

最後に、文書にはしておりませんが、若干申し上げさせていただき

たいというふうに思います。平成２６年度第１回定例会において予算

審査特別委員会から南幌町病院事業会計予算について、過去に議会か

ら提言のあった附帯意見について検証して報告することというふうに

附帯意見を付して予算を可決しております。私どものほうでは、その

提言内容が漠然としてよく理解できないということから、あらかじめ

議会事務局から平成２２年以降の議会全員協議会、各委員会及び監査

指摘事項の状況について資料を提出してもらい、議会事務局と病院の

決算審査において、昨年１年間の協議経過、報告書類の提出を求める

とともに、事務長の引き継ぎ書に記載されているかといったことも確

認をさせていただいてございます。残念ながら昨年７月２８日の南幌

町活性化特別委員会のまとめとして、委員長が改善計画の達成状況、

附帯意見の回答を求めるということを述べておりますが、その後は８

月２５日の全員協議会で改善計画、厚生局の特別指導、医師について

協議をしておりますけれども、それ以外には他の会議体で四半期の状

況報告程度で、具体的に検証と報告がされているというのは確認はで
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きませんでした。議会だよりに太ゴシックで附帯意見を付したことを

記事にするほど力が入っていたんだろうというふうに思いますから、

何らかの議会からの提言に対する報告があっても良いというふうに思

いますし、議会も意見に対する回答を求めるべきだろうと私は思いま

す。そういった点がちょっと今回、審査の中で気になった点というこ

とで申し上げさせていただきたいと思います。大変、事務長、真面目

に何回も対応をしてくれまして、ある程度、協議はさせていただいた

んですが、めったに人を褒めない私が本当に一生懸命やってくれたと

いうことは、この場で御礼を申し上げながら要点だけ申し上げまして、

補足意見とさせていただきます。以上です。 

議  長 ありがとうございました。ただいま上程されました平成２６年度南

幌町病院事業会計決算認定についての取り扱いについてお諮りいたし

ます。 

１０番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 ただいま上程されました平成２６年度南幌町病院事業会計決算認定

に当たりましては、先ほど設置されました決算審査特別委員会に付託

し、休会中に審査してはいかがかと思いますので、議長よりお諮り願

います。 

議  長 お諮りいたします。ただいまの熊木 惠子議員の御発言は、先ほど

設置されました決算審査特別委員会に本案を付託し、休会中に審査す

るという御意見でありますが、さよう決定することに御異議ありませ

んか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は決算審査特別委員会に付託し、

休会中に審査することに決定いたしました。 

●日程７ 報告第３号 平成２６年度決算に基づく南幌町健全化判

断比率及び南幌町資金不足比率の報告についてを議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました報告第３号 平成２６年度決算に基

づく南幌町健全化判断比率及び南幌町資金不足比率の報告につきまし

ては、平成２６年度の各会計決算を基に算定した南幌町の健全化判断

比率及び資金不足比率を報告するものであります。詳細につきまして

は総務課長が説明いたしますので、よろしく御審議賜りますようお願

い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。総務課長。 

総務課長 それでは、報告第３号 平成２６年度決算に基づく南幌町健全化判

断比率及び南幌町資金不足比率の報告について御説明を申し上げま

す。別途配布しております報告第３号資料をごらんいただきたいと思

います。 

このことにつきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法

律において、町の財政状況を判断するため、健全化判断比率の算定及

び公表が義務づけられており、また、一定基準を超過した場合は、財

政健全化計画及び財政再生計画の策定が義務づけられております。 

 それでは、平成２６年度決算によります、それぞれの指数について、
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御説明申し上げます。 

 最初に、資料中段の①実質赤字比率ですが、これは一般会計などを

対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。下の表をごら

んいただいてわかるとおり赤字は発生しておりません。 

 次に、②連結実質赤字比率ですが、これは全ての会計を対象とした

赤字比率、または、資金の不足額の標準財政規模に対する比率です。

これにつきましても赤字は発生しておりません。 

 次に、③実質公債費比率ですが、一般会計などが負担する元利償還

金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率です。特別会計並び

に一部事務組合を含めたもので、過去３カ年の平均数値で表していま

す。本町の数値は１４．８％で、起債許可基準の１８％を下回ってい

ることから、公債費負担適正化計画を策定する必要はありません。 

 なお、過去の数値については、資料の裏面をごらんください。平成

２５年度が１５．８％、平成２４年度が１７．７％です。平成２６年

度と平成２５年度との対比では、１ポイントほど改善されています。

表の下、最初の米印に記載しておりますが、新たな起債発行抑制によ

る公債費充当一般財源等の減少及び工業団地売却収入による特定財源

の増加が主な要因です。 

 また、記載の数値は３カ年の平均比率であり、記載にはありません

が単年度の比率は、平成２４年度が１６．６％、平成２５年度が１４．

１％、平成２６年度は１４．０％となっています。 

 資料、表面に戻り、④将来負担比率ですが、一般会計などが将来負

担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率です。これにつき

ましては、第三セクターなども含めたもので、本町の数値は８０．２％

です。早期健全化基準の３５０％を大きく下回っています。 

なお、過去の数値については、資料の裏面をごらんください。平成

２５年度が８９．３％、平成２４年度が８５．４％です。平成２６年

度と平成２５年度との対比では、９．１ポイントほど下がっておりま

す。表の下、２番目の米印に記載しておりますが、公営企業に対する

企業償還分繰入見込額の減少及び工業団地土地貸付収入による特定財

源の増加が主な要因です。 

このようなことで、本町の財政状況は早期健全化基準及び財政再生

基準以下であるため、本法律に基づく財政健全化計画及び財政再生計

画の策定は不要となっております。 

 次に、資料裏面の２資金不足比率ですが、これは公営企業ごとの資

金の不足額の事業の規模に対する比率です。経営健全化基準以上とな

った場合は、経営健全化計画を策定する必要があります。本町の企業

会計は、病院事業、下水道事業、農業集落排水事業の３特別会計があ

りますが、いずれの公営企業会計も資金不足は発生しておりません。

そのため、資金不足比率に該当しないことから、本法律に基づく経営

健全化計画の策定は不要となっております。 

 以上、財政健全化法に基づく、本町の健全化比率等について説明を

させていただきましたが、今後におきましても行財政改革を一層進め、

各比率の改善に努めてまいりたいと考えております。以上で、説明を
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終わります。 

議  長 本案につきましては、平成２６年度決算に基づく南幌町財政健全化

及び経営健全化審査意見書として監査委員より意見が付されておりま

すので、局長をして朗読いたさせます。 

局  長 （朗読する。） 

議  長 監査委員から補足説明があれば賜ります。 

（ありませんの声） 

 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 （なしの声） 

 御質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

報告第３号 平成２６年度決算に基づく南幌町健全化判断比率及び

南幌町資金不足比率の報告については報告済みといたします。 

日程８ 議案第４１号から日程１０ 議案第４３号までの３議案に

つきまして、関連がございますので一括提案いたします。 

●日程８  議案第４１号 財産の処分について 

●日程９  議案第４２号 平成２７年度南幌町一般会計補正予算 

             （第２号） 

●日程１０ 議案第４３号 平成２７年度南幌町介護保険特別会計 

補正予算（第２号） 

以上、３議案を一括して議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第４１号から議案第４３号まで

の３議案につきまして、提案理由を申し上げます。 

まず、議案第４１号 財産の処分につきましては、旧夕張太小学校

の校舎並びに体育館を日生バイオ株式会社に無償譲渡するものであり

ます。 

次に、議案第４２号 平成２７年度南幌町一般会計補正予算（第２

号）につきましては、歳出では、個人番号カード関連経費の追加、障

がい児支援給付事業扶助費の追加、農業経営高度化促進事業負担金並

びに経営体育成基盤整備事業負担金の追加、歳入では、普通交付税確

定に伴う追加、旧夕張太小学校用地売払収入の追加、ふるさと応援寄

附金の追加、平成２６年度繰越金確定に伴う追加が主な理由でありま

す。 

その結果、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６，２６

５万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５３億６，

９４６万８，０００円とするものであります。 

次に、議案第４３号 平成２７年度南幌町介護保険特別会計補正予

算（第２号）につきましては、歳出では、保険給付費の追加並びに国

庫支出金等清算金の追加、歳入では、国庫補助金等の追加並びに平成

２６年度繰越金確定に伴う追加が主な理由であります。 

その結果、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，２８

９万３，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

６億５，８２７万円９，０００円とするものであります。 

議案第４１号につきましては総務課長が、議案第４２号につきまし
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ては副町長が、議案第４３号につきましては住民課長が、それぞれが

説明いたしますので、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げま

す。 

議  長 内容の説明を求めます。総務課長。 

総務課長 それでは、議案第４１号 財産の処分について御説明いたします。

このことにつきましては、旧夕張太小学校が閉校して３年が経過しま

したが、このたび、健康食品の製造及び研究開発などを行っておりま

す日生バイオ株式会社に対して、旧夕張太小学校を譲渡・財産処分す

るに当たり、地方自治法第９６条第１項第６号の規定により議会の議

決を求めるものです。１処分する財産、建物。所在、空知郡南幌町稲

穂２丁目１３１７番２３。住居表示、空知郡南幌町稲穂２丁目１番１

号。家屋番号、いずれも未登記。種類、１つ目でございますが校舎。

構造、鉄筋コンクリート造り２階建て。建築年度、昭和５２年度。延

床面積、２，０９３．１０平方メートル。種類、２つ目は講堂、体育

館でございます。構造、鉄骨・鉄筋コンクリート造、一部鉄筋コンク

リート造、平屋建て。建築年度、昭和５３年度。延床面積、７１８．

９０平方メートル。２処分の方法、随意契約。３処分価格、無償。４

契約の相手方、恵庭市恵み野北３丁目１番１３、日生バイオ株式会社 

代表取締役 松永 政司。以上で議案第４１号の説明を終わります。 

議  長 副町長。 

副 町 長 続きまして、議案第４２号 平成２７年度南幌町一般会計補正予算

（第２号）の説明を行います。初めに歳出から説明いたします。１３

ページをごらんください。 

２款総務費１項１目一般管理費、補正額７６６万２，０００円の追

加でございます。説明欄の一般管理経費で、ふるさと応援寄附謝礼品

として７５０万円の追加です。ふるさと応援寄附金の状況を別途配布

しております議案第４２号資料により説明いたしますのでごらんいた

だきたいと思います。８月２０日現在の寄附金の状況となります。寄

附件数が４，０５９件、寄附金額で５，０００万２，０００円となっ

ており、寄附指定事業並びに謝礼品の内訳などにつきましては、表の

とおりとなっております。６月議会定例会でも寄附金総額で４，００

０万円を見込み追加をいたしましたが、現在の状況さらに今後の見込

みを含め１，５００万円を追加し、寄附金総額５，５００万円を見込

み、それぞれの項目で追加をするものです。なお、謝礼品につきまし

ては寄附金額の半額を計上しております。 

予算書に戻ります。１３ページをごらんいただきたいと思います。 

役務費・手数料で１６万２，０００円の追加です。クレジット決済

に係る手数料を追加するものです。 

３目財産管理費、補正額１，６５６万６，０００円の追加でござい

ます。財産管理経費で町有地確定測量業務１５６万６，０００円の追

加です。売却を予定しております旧役場独身寮用地の測量を行うもの

です。ふるさと応援基金積立金１，５００万円の追加です。 

５目企業誘致推進費並びに９目職員給与費は補正額はありません。

財源内訳を変更するものです。 
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３項１目戸籍住民基本台帳費、補正額３６７万５，０００円の追加

でございます。戸籍住民経費で個人番号カード関連備品８１万８，０

００円の追加です。カード裏面の異動事項記入用にプリントシステム

を購入するものです。個人番号カード関連事務交付金２８５万７，０

００円の追加です。通知カード、個人番号カードの作成を地方公共団

体情報システム機構に委託するもので、全額国より補助されるもので

す。次ページにまいります。 

３款民生費１項２目障がい者福祉費、補正額４５万３，０００円の

追加でございます。障がい者福祉経費で過年度返還金４５万３，００

０円の追加です。 

３目老人福祉費、補正額２５万６，０００円の追加でございます。 

介護保険特別会計繰出金で後ほど特別会計で説明をいたします。 

２項１目児童福祉総務費、補正額４８９万７，０００円の追加でご

ざいます。児童福祉総務経費で障がい児支援給付事業４７１万４，０

００円の追加です。町内に新たに通所施設が開設されたことにより追

加するものです。過年度返還金１８万３，０００円の追加です。 

５款農林水産業費１項２目農業振興費、補正額１，７５８万９，０

００円の追加でございます。農業振興経費で晩翠集落センター改修工

事５９万７，０００円の追加です。地元からの要望によりまして、ト

イレの暖房新設並びに女子トイレを洋式化するものです。なお、２分

の１は地元負担となります。次ページの農業経営高度化促進事業負担

金１，６９０万円の追加です。晩翠地区の事業量の増によるものです。  

食育活動推進事業９万２，０００円の追加です。食育推進計画策定委

員会設置に伴い、必要経費を追加するものです。 

３目農地費、補正額７００万円の追加でございます。土地改良事業

経費で経営体育成基盤整備事業負担金７００万円の追加です。晩翠地

区の事業量の増によるものです。 

４目機場施設管理費、補正額２００万円の追加でございます。機場

施設管理事業で光熱水費として電気料を追加するものです。 

２項１目林業振興費、補正額はありません。財源内訳を変更するも

のです。次ページにまいります。 

７款土木費２項２目道路維持費、補正額１６８万８，０００円の追

加でございます。町道管理経費で修繕料として、６月初旬の大雨の影

響で排水路が破損したため、町内７カ所の修繕を行うものです。 

３項２目公園費、補正額８６万４，０００円の追加でございます。 

公共施設管理として元町の墓地沿いの国有林の枝が伸び、墓石に影響

を与えることから剪定を行ったものです。 

次に歳入の説明を行います。９ページをごらんください。 

９款地方特例交付金１項１目地方特例交付金、補正額１１万４，０

００円の減額でございます。１節地方特例交付金で確定によるもので

す。 

１０款地方交付税１項１目地方交付税、補正額２，４４７万７，０

００円の追加でございます。１節地方交付税で普通交付税の確定によ

るものです。なお、本年度の普通交付税総額は２１億５，７４７万７，
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０００円となり、前年度より１，６６５万４，０００円の減額となっ

たところです。 

１４款国庫支出金１項１目民生費国庫負担金、補正額２３５万７，

０００円の追加でございます。８節障がい児施設措置費国庫負担金で

給付費の２分の１が負担されるものです。 

２項１目総務費国庫補助金、補正額３１１万５，０００円の追加で

ございます。２節戸籍住民基本台帳費国庫補助金で個人番号カード交

付に係る事業費並びに事務費の補助金を追加するものです。次ページ

にまいります。 

１５款道支出金１項１目民生費道負担金、補正額１１７万８，００

０円の追加でございます。１０節障がい児施設措置費道負担金で給付

費の４分の１が負担されるものです。 

２項４目農林水産業費道補助金、補正額１，２６８万円の追加でご

ざいます。１節農業費道補助金で農業経営高度化促進事業補助金を追

加するものです。 

１６款財産収入２項１目不動産売払収入、補正額７１７万７，００

０円の追加でございます。１節土地売払収入で旧夕張太小学校用地の

売買代金７０７万３，０００円、旧夕張川築堤工事に伴う用地売買代

金４万２，０００円、高規格中樹林道路工事に伴う用地売買代金６万

２，０００円をそれぞれ追加するものです。 

１７款寄附金１項１目一般寄附金、補正額２０万円の追加でござい

ます。１節一般寄附金で佐藤 敏則様、袴田 利雄様よりそれぞれ１

０万円の寄附をいただいたものです。次ページにまいります。 

３目ふるさと応援寄附金、補正額１，５００万円の追加でございま

す。１節ふるさと応援寄附金で今後の見込みを含め追加するものです。 

１８款繰入金１項１目財政調整基金繰入金、補正額７，７２７万３，

０００円の減額でございます。１節財政調整基金繰入金で財源調整を

行うもので、これにより年度末の見込み額につきましては、９億２，

７８３万７，０００円となる見込みでございます。 

１９款繰越金１項１目繰越金、補正額７，１９７万１，０００円の

追加でございます。１節繰越金で平成２６年度からの繰越金となりま

す。 

２０款諸収入５項３目農林水産業収入、補正額１５８万４，０００

円の追加でございます。１節農林水産業収入で南幌向揚水機場維持管

理負担金として、電気料の北海土地改良区負担分を追加するものです。 

５目雑入、補正額２９万８，０００円の追加でございます。１節雑

入で晩翠集落センター改修負担金として、地元負担分を追加するもの

です。 

以上、歳入歳出それぞれ６，２６５万円を追加し、補正後の総額を

５３億６，９４６万８，０００円とするものです。以上で議案第４２

号の説明を終わります。 

議  長 住民課長。 

住民課長 それでは、議案第４３号 平成２７年度南幌町介護保険特別会計補

正予算（第２号）の説明をいたします。初めに歳出の説明をいたしま
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す。９ページをごらんください。 

２款保険給付費１項１目居宅介護サービス給付費、３目地域密着型

介護サービス給付費、５目施設介護サービス給付費、７目居宅介護福

祉用具購入費につきましては補正額はございません。財源内訳を変更

するものでございます。 

８目居宅介護住宅改修費、補正額２０５万円の追加でございます。

説明欄でございます。１９節負担金補助及び交付金で、居宅介護住宅

改修費負担金２０５万円の追加。件数の増加により追加するものでご

ざいます。 

続きまして、９目の居宅介護サービス計画給付費から１１ページの

下段、６項１目特定入所者介護サービス費までは補正額はございませ

ん。歳入で御説明いたしますが、国の調整交付金の追加に伴い関連項

目の財源内訳を変更するものでございます。１２ページにまいります。 

６款諸支出金１項償還金及び還付加算金２目償還金、補正額１，０

８４万３，０００円の追加でございます。２３節償還金利子及び割引

料で国庫支出金等精算金１，０８４万３，０００円の追加。平成２６

年度の介護給付費並びに地域支援事業費の国・道・支払基金負担分の

精算により返還金が生じたため、追加するものでございます。返還金

の内訳は、国費が４３５万３，７８４円、道費が２３０万２，４６１

円、支払基金が４１９万２，６０５円でございます。 

次に歳入の説明をいたします。７ページをごらんください。 

歳入、２款国庫支出金１項国庫負担金１目介護給付費負担金、補正

額４１万円の追加でございます。１節現年度分で介護給付費負担金４

１万円の追加。介護給付の増加に伴い追加するものでございます。 

続きまして、２項国庫補助金１目調整交付金、補正額１，２８９万

９，０００円の追加でございます。１節現年度分で普通調整交付金 

１，２８９万９，０００円の追加。当初予算では、施設並びに居宅給

付費の５％で計上しておりましたが、平成２７年度分の交付決定７．

０７％に伴い追加をするものでございます。 

続きまして、３款１項支払基金交付金１目介護給付費交付金、補正

額５７万４，０００円の追加でございます。１節現年度分で介護給付

費交付金５７万４，０００円の追加。介護給付の増加に伴い追加する

ものでございます。 

続きまして、４款道支出金１項道負担金１目介護給付費負担金、補

正額２５万６，０００円の追加でございます。１節現年度分で介護給

付費負担金５７万４，０００円の追加。こちらも介護給付の増加に伴

い追加するものでございます。次ページにまいります。 

続きまして、６款繰入金１項一般会計繰入金１目介護給付費繰入金、

補正額２５万６，０００円の追加でございます。１節現年度分で介護

給付費繰入金２５万６，０００円の追加。町負担分を追加するもので

ございます。 

続きまして、２項基金繰入金１目介護給付費等準備基金繰入金、補

正額２９７万７，０００円の減額でございます。１節介護給付費等準

備基金繰入金で２９７万７，０００円の減額。繰越金などの増加に伴
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い財源調整を行うものでございます。 

続きまして、７款繰越金１項１目繰越金、補正額１４７万５，００

０円の追加でございます。１節繰越金で、平成２６年度の決算に伴い

繰越金が確定しましたので追加するものでございます。 

以上、歳入歳出それぞれ１，２８９万３，０００円を追加し、歳入

歳出それぞれ６億５，８２７万９，０００円とするものでございます。 

以上で説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑に当たりましては、議案ごとに行います。 

初めに、議案第４１号 財産の処分についての質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので、議案第４１号についての質疑を終結いた

します。 

次に、議案第４２号 平成２７年度南幌町一般会計補正予算（第２

号）の質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので、議案第４２号についての質疑を終結いた

します。 

次に、議案第４３号 平成２７年度南幌町介護保険特別会計補正予

算（第２号）の質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので、議案第４３号についての質疑を終結いた

します。 

お諮りいたします。本３議案につきましては、この際討論を省略し、

直ちに採決いたしたいと思いますが御異議ありませんか。 

（なしの声） 

それでは採決いたします。採決に当たりましては、議案ごとに行い

ます。 

議案第４１号 財産の処分については、原案のとおり可決すること

に御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定いたしました。 

議案第４２号 平成２７年度南幌町一般会計補正予算（第２号）は、

原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定いたしました。 

議案第４３号 平成２７年度南幌町介護保険特別会計補正予算（第

２号）は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定いたしました。 

●日程１１ 議案第４４号 平成２７年度南幌町国民健康保険特別
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会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第４４号 平成２７年度南幌町

国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につきましては、歳出では、

一般被保険者並びに退職被保険者分に係る保険給付費の追加並びに後

期高齢者支援金の追加、歳入では、平成２７年度保険税一般被保険者

並びに退職被保険者分の減額、平成２６年度繰越金確定に伴う追加が

主な理由であります。その結果、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳

出それぞれ１，２２９万８，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１２億３，３００万７，０００円とするものであ

ります。詳細につきましては住民課長が説明いたしますので、よろし

く御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。住民課長。 

住民課長 それでは、議案第４４号 平成２７年度南幌町国民健康保険特別会

計（事業勘定）補正予算（第１号）の説明をいたします。初めに歳出

の説明をいたします。９ページをごらんください。 

２款保険給付費２項高額療養費１目一般被保険者高額療養費、補正

額１，０００万円追加でございます。説明欄でございます。１９節負

担金補助及び交付金で一般被保険者高額療養費負担金１，０００万円

の追加。必要額を見込み追加するものでございます。 

２目退職被保険者等高額療養費２１０万円の追加でございます。 

１９節負担金補助及び交付金で退職被保険者等高額療養費負担金２１

０万円の追加。こちらも必要額を見込み追加するものでございます。 

続きまして、３款１項１目後期高齢者支援金、補正額１９万８，０

００円の追加でございます。１９節負担金補助及び交付金で後期高齢

者支援負担金１９万８，０００円の追加。平成２７年度確定に伴い追

加するものでございます。 

次に、歳入の説明をいたします。７ページをごらんください。 

歳入、１款１項国民健康保険税１目一般被保険者国民健康保険税、

補正額２，１２３万円の減額でございます。１節医療給付費分現年課

税分で１，４３３万６，０００円の減額、２節後期高齢者支援金分現

年課税分で４３７万４，０００円の減額、３節介護給付費分現年課税

分で２５２万円の減額。いずれも平成２６年度の所得等の減少により、

保険税の調定額が当初予算を下回り、年度末において歳入不足となる

ことから減額するものでございます。 

続きまして、２目退職被保険者等国民健康保険税、補正額２１０万

１，０００円の減額。１節医療給付費分現年課税分で１３６万６，０

００円の減額、２節後期高齢者支援金分現年課税分で３３万９，００

０円の減額、３節介護給付費分現年課税分で３９万６，０００円の減

額。いずれも保険税の調定額が当初予算を下回り、年度末において歳

入不足となることから減額するものでございます。 

続きまして、５款療養給付費交付金１項１目療養給付費交付金、補

正額１８３万３，０００円の追加でございます。２節過年度分１８３

万３，０００円の追加。平成２６年度分の療養給付費交付金の確定に
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伴い追加するものでございます。次ページにまいります。 

９款繰入金２項１目財政調整基金繰入金、補正額１，２７４万１，

０００円の減額でございます。１節財政調整基金繰入金１，２７４万

１，０００円の減額。繰越金の増加に伴い、財源調整を行うものでご

ざいます。これにより補正後の基金残高の見込み額は、４，７７７万

５，６３３円でございます。 

１０款繰越金１項１目繰越金、補正額４，６５３万７，０００円の

追加でございます。１節繰越金で４，６５３万７，０００円の追加。

平成２６年度決算に伴い、繰越金が確定しましたので追加するもので

ございます。 

以上、歳入歳出それぞれ１，２２９万８，０００円を追加し、歳入

歳出それぞれ１２億３，３００万７，０００円とするものでございま

す。以上で説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましては、この際討論を省略し、直

ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声） 

それでは採決いたします。 

 議案第４４号 平成２７年度南幌町国民健康保険特別会計補正予

算（第１号）は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定いたしました。 

以上で、本日予定しておりました全ての議案審議が終了いたしまし

た。決算審査特別委員会の審査が終了するまで休会といたしたいと思

いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって決算審査特別委員会が終了するまで

休会といたします。 

 長時間、御苦労さまでした。 

（午後 ２時１８分） 
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平成２７年第３回南幌町議会定例会会議録      ９月１０日 

（午前９時３０分） 

議  長 おはようございます。 

去る９月７日より決算審査特別委員会のため休会となっておりまし

た平成２７年第３回南幌町議会定例会をただいまより再開いたしま

す。 

本日の出席議員数は１１名でございます。 

直ちに本日の会議を開きます。 

 日程１２ 議案第４５号及び日程１３ 議案第４６号の２議案につ

きまして関連がございますので一括提案いたします。 

●日程１２ 議案第４５号 南幌町個人情報保護条例の一部を改正

する条例制定について 

●日程１３ 議案第４６号 南幌町手数料徴収条例の一部を改正す

る条例制定について 

以上、２議案を一括して議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第４５号から議案第４６号まで

の２議案につきまして提案理由を申し上げます。 

議案第４５号 南幌町個人情報保護条例の一部を改正する条例制定

について、並びに議案第４６号 南幌町手数料徴収条例の一部を改正

する条例制定につきましては、いずれも社会保障・税番号制度の導入

に伴い関係条例の一部を改正する必要があるため本案を提案するもの

であります。議案第４５号につきましては総務課長が、議案第４６号

につきましては住民課長が、それぞれが説明いたしますので、よろし

く御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。総務課長。 

総務課長 それでは、議案第４５号 南幌町個人情報保護条例の一部を改正す

る条例制定について御説明いたします。平成２５年に行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、番号法が

制定され、社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度の実施

により１０月５日には国民一人一人に個人番号が付され、来年１月か

ら利用開始されることになっております。番号法では、個人番号に複

数の個人情報が結び付けられることで、情報の漏えいや不正利用を防

止するため、個人番号を含んだ個人情報を特定個人情報として、特別

な保護を図るための規定が設けられておりますが、各自治体に対して

も法の趣旨を踏まえた必要な措置を講じることを求めており、今回、

その関係条文の整備を行うものであります。 

別途配布しております議案第４５号資料、新旧対照表をごらんくだ

さい。右側が改正前、左側が改正後となり、アンダーライン部分が改

正となります。また、後ほど附則で説明しますが、番号法の条項によ

って施行期日が異なることから、１０月５日施行分を第１条による改

正、それ以外の改正については第２条による改正とし、２条立ての改

正としております。改正後、第２条第１号、事業を営む個人の事業に
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関する情報及び法人団体役員に関する情報は、個人情報から除外され

ておりましたが、今回、個人情報に含まれることを規定したものです。

同じく改正後、第２号では、番号法に基づく特定個人情報について本

条例においても同様に規定したものです。 

ページ裏面、改正後、特定個人情報の収集等の制限、第８条の２、

個人情報を収集する場合は事前に届け出をし、利用目的を明らかにし

なければならないこととしていましたが、警察の調査など、緊急性が

あり事前に届け出が行えない場合は、利用目的が明確であり、かつ、

当該目的を達成するために必要な範囲内に限り、特定個人情報を収集

することが可能であることを新たに規定したものです。 

次ページ、改正後、特定個人情報の利用の制限、第９条の２及び第

２項につきましては、特定個人情報について、人の生命、身体、また

は、財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意がある

か、または、本人の同意を得ることが困難であるとき以外、特定個人

情報の目的外利用は認められないことを新たに規定したものです。 

次に、７ページをごらんください。改正後、第２９条第２項では、

特定個人情報については、他の法令で開示手続が定められていても、

本条例において重ねて開示手続を行う必要があることを規定したもの

です。 

次に１１ページです。附則として、この条例は、平成２７年１０月

５日から施行する。ただし、第２条の規定は、行政手続における特定

の個人を認識するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律

第２７号）附則第１条第５号に掲げる規定の施行の日から施行する。

以上で、議案第４５号の説明を終わります。 

議  長 住民課長。 

住民課長 続きまして、議案第４６号 南幌町手数料徴収条例の一部を改正す

る条例について御説明します。社会保障・税番号制度では、平成２７

年１０月５日から住民票を有する方全員に個人番号を付番し、通知カ

ードにより通知されます。また、平成２８年１月からは、本人からの

申請により顔写真付きの個人番号カードを交付するものとされており

ます。いずれのカードも初回の公布につきましては、国の補助により

費用負担はありませんが、紛失等により再交付となる場合の手数料に

ついては国の補助がないことから、再交付となる場合の手数料につい

て定める必要があるため条例の一部を改正するものでございます。 

それでは、別途配布いたしました議案第４６号資料、南幌町手数料

徴収条例の一部を改正する条例の新旧対照表にて説明します。左が改

正後の新条例、右が改正前の旧条例であり、アンダーラインを付した

個所が改正部分でございます。なお、通知カードと個人番号カードの

再交付の施行日が異なるため、２条立てとしております。 

第１条による改正でございます。第２条中、第１１号の次に第１２

号として「個人番号通知カード再交付手数料 １件につき ５００円」

を追加し、以下を繰り下げるものでございます。 

次ページにまいります。第２条による改正でございます。第２条第

１３号を「個人番号カードの再交付手数料 １件につき ８００円」
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と改めるものでございます。マイナンバー制度の施行に伴い平成２８

年１月から住民基本台帳カードの交付が廃止されますので、住民基本

台帳カードの交付手数料の規定を削除するものでございます。 

附則としまして、第１条の規定、個人番号通知カードの再交付は、

平成２７年１０月５日から、第２条の規定、個人番号カードの再交付

は平成２８年１月１日から施行するものでございます。以上で説明を

終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑に当たりましては、議案ごとに行います。 

初めに、議案第４５号 南幌町個人情報保護条例の一部を改正する

条例制定についての質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので、議案第４５号についての質疑を終結いた

します。 

次に、議案第４６号 南幌町手数料徴収条例の一部を改正する条例

制定についての質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので、議案第４６号についての質疑を終結いた

します。 

お諮りいたします。本２議案につきましては、この際討論を省略し、

直ちに採決いたしたいと思いますが御異議ありませんか。 

（なしの声） 

それでは採決いたします。採決に当たりましては、議案ごとに行い

ます。 

議案第４５号 南幌町個人情報保護条例の一部を改正する条例制定

については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定いたしました。 

議案第４６号 南幌町手数料徴収条例の一部を改正する条例制定に

ついては、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定いたしました。 

●日程１４ 議案第４７号 南幌町保健福祉総合センター条例の一

部を改正する条例制定についてを議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第４７号 南幌町保健福祉総合

センター条例の一部を改正する条例制定につきましては、旧郷土文化

伝承室跡利用に伴い名称及び使用料の見直しを図るため、本案を提案

するものであります。詳細につきましては、保健福祉課長が説明いた

しますので、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。保健福祉課長。 

保健福祉課長 議案４７号 南幌町保健福祉総合センター条例の一部を改正する条
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例制定について御説明します。保健福祉総合センターあいくる内にあ

りました郷土文化伝承室がぽろろに移設したことに伴い、跡利用に向

けて室内の改修が整ったことから、このたび、部屋の名称及び使用料

金を定めるものでございます。 

説明につきましては、別途配布しました南幌町保健福祉総合センタ

ー条例の一部を改正する条例の新旧対照表にて行います。右が旧条例、

左が新条例、アンダーライを付した部分が改正部分であります。初め

に名称につきましては、現在施設に入ってすぐの休憩場所がふれあい

コーナー、また、お風呂がふれあいの湯として親しまれていることか

ら、同じ名称を用いてふれあいホールとするものであります。面積は、

３３４平米で１階奥にあります。あいくるホールの２倍となります。

使用料金につきましては、現在のあいくる内での使用料金算出基礎に

基づき算出したもので、１時間当たり３５０円とするものであります。

最後に、この条例は平成２７年１０月 1 日から施行する。以上で議案

第４７号の説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましては、この際討論を省略し、直

ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声） 

それでは採決いたします。 

議案第４７号 南幌町保健福祉総合センター条例の一部を改正する

条例制定については、原案のとおり可決することに御異議ありません

か。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定いたしました。 

日程１５ 議案第４８号から日程１７ 議案第５０号までの３議案

につきまして、関連がございますので一括提案いたします。 

●日程１５ 議案第４８号 北海道町村議会議員公務災害補償等組

合規約の変更について 

●日程１６ 議案第４９号 北海道市町村総合事務組合規約の変更

について 

●日程１７ 議案第５０号 北海道市町村職員退職手当組合規約の

変更について 

以上、３議案を一括して議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第４８号 北海道町村議会議員

公務災害補償等組合規約の変更について、議案第４９号 北海道市町

村総合事務組合規約の変更について、議案第５０号 北海道市町村職

員退職手当組合規約の変更につきましては、いずれも道央地区環境衛

生組合及び南渡島青少年指導センター組合の解散による脱退、並びに、

とかち広域消防事務組合の新規加入に伴い、組合規約の一部変更につ
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いて、各組合構成団体との協議が必要なことから本案を提案するもの

であります。詳細につきましては、総務課長が説明いたしますので、

よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。総務課長 

総務課長 それでは、議案第４８号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合

規約の一部を変更する規約について御説明いたします。 

本規約の改正につきましては、組合に加入している団体が解散によ

り脱退、もしくは、新たに組合に加入するなどの移動があった場合、

組合の規約変更が必要となり、組合構成の市町村などに協議を求めら

れたことから提案するものです。また、規約の文言整理についても、

あわせて行うものであります。 

別途配布しております議案第４８号資料、新旧対照表をごらんくだ

さい。右側が改正前、左側が改正後となり、アンダーライン部分が改

正となります。 

改正後、第１条のアンダーライン、「議員及びその遺族の生活の安定

と福祉の向上に寄与することを目的とする。」については、文言の整理

を行うものです。 

改正前、別表第１、「道央地区環境衛生組合」と、裏面、アンダーラ

インの一番下「南渡島青少年指導センター組合」につきましては、平

成２６年度末をもって解散したことにより、組合を脱退するものです。

また、上から、「東十勝消防事務組合」、「西十勝消防組合」、「南十勝消

防事務組合」、「北十勝消防事務組合」の４団体については、平成２７

年度末をもって解散するもので、改正後の「とかち広域消防事務組合」

は解散する４団体を統合する団体として、新たに組合に加入するもの

です。 

附則として、この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２８６条第１項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。た

だし、別表第１の改正規定中、「東十勝消防事務組合」、「西十勝消防組

合」、「南十勝消防事務組合」、「北十勝消防事務組合」を削る部分は、

平成２８年４月１日から施行する。 

続きまして、議案第４９号 北海道市町村総合事務組合規約の一部

を変更する規約について御説明いたします。 

本規約の改正につきましても、組合に加入している団体の移動など

により組合構成の市町村などに協議を求められたことから提案をする

ものです。また、団体の解散に伴い、消防団員事務を構成町村に継承

するための関係条文の整理もあわせて行うものです。 

別途配布しております議案第４９号資料、新旧対照表をごらんくだ

さい。右側が改正前、左側が改正後となり、アンダーライン部分が改

正となります。改正前、別表第１、組合を組織する地方公共団体、石

狩振興局内の「道央地区環境衛生組合」と渡島総合振興局内の「南渡

島青少年指導センター組合」は、平成２６年度末をもって解散したこ

とにより脱退するもので、構成団体数は、石狩振興局は「１６」から

「１５」に、渡島総合振興局は「１７」から「１６」に改められるも

のです。 
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また、改正前下段、十勝総合振興局内の「東十勝消防事務組合」、「北

十勝消防事務組合」、「西十勝消防組合」、「南十勝消防事務組合」の４

団体は、平成２７年度末をもって解散するもので、改正後の「とかち

広域消防事務組合」は解散する４団体を統合する団体として、新たに

組合に加入するもので、十勝総合振興局内の構成団体数は「２８」か

ら「２５」に改められるものです。 

裏面をごらん願います。団体の解散に伴い、消防団員事務を構成町

村に継承するための規約改正としまして、改正前、別表第２、１消防

組織法に基づく事務について、共同処理する団体の欄中、「東十勝消防

事務組合」、「西十勝消防組合」、「南十勝消防事務組合」、「北十勝消防

事務組合」、「池北三町行政事務組合」の５団体を削り、改正後、「音更

町」から「浦幌町」までの１８団体を加えるものです。 

また、改正前下段、９地方公務員災害補償法に基づく事務について、

共同処理する団体欄中、「道央地区環境衛生組合」、「南渡島青少年指

導センター組合」、「東十勝消防事務組合」、「北十勝消防事務組合」、

「西十勝消防組合」、「南十勝消防事務組合」を削り、改正後、「とかち

広域消防事務組合」が加えられるものです。 

附則として、この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２８６条第１項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。た

だし、別表第１（第２条関係）十勝総合振興局（２５）の項中の改正

規定（「、とかち広域消防事務組合」を加える改正規定を除く。）、別表

第２（第３条関係）１から７の項の共同処理する団体欄中の改正規定

及び別表第２（第３条関係）９の項の共同処理する団体欄中の改正規

定（「、道央地区環境衛生組合」、「、南渡島青少年指導センター組合」

を削る改正規定及び「、とかち広域消防事務組合」を加える改正規定

を除く。）は、平成２８年４月１日から施行する。 

続きまして、議案第５０号 北海道市町村職員退職手当組合規約の

一部を変更する規約について御説明いたします。 

本規約の改正につきましても、組合に加入している団体の移動など

により、組合構成の市町村などに協議を求められたことから提案をす

るものです。また、規約の文言整理についても、あわせて行うもので

あります。 

別途配布しております議案第５０号資料、新旧対照表をごらんくだ

さい。右側が改正前、左側が改正後となり、アンダーライン部分が改

正となります。 

改正前、別表第１、「道央地区環境衛生組合」と「南渡島青少年指導

センター組合」は、平成２６年度末をもって解散したことにより、組

合を脱退するものです。 

同じく、改正前、「西十勝消防組合」、「北十勝消防事務組合」、「東十

勝消防事務組合」、「南十勝消防事務組合」の４団体は、平成２７年度

末をもって解散するもので、改正後の「とかち広域消防事務組合」は

解散する４団体を統合する団体として、新たに組合に加入するもので

す。 

裏面をごらん願います。附則として、第１項、この規約は、地方自
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治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定による総務

大臣の許可の日から施行する。ただし、別表の（十勝）の項の改正規

定（「とかち広域消防事務組合」を加える改正規定を除く。）は、平成

２８年４月１日から施行する。  

第２項、変更後の北海道市町村職員退職手当組合規約は、左横書き

に改める。この場合において、漢数字は、固有名詞の全部または一部

をなす場合または熟語の一部をなす場合以外はアラビア数字に、号の

番号は、横括弧で囲んだものに、第５条の表中「同上」を「同左」に、

表及び別表の構成は、変更前の規約における右方は、変更後における

上方と、変更前の規約における上方は変更後の規約における左方とし、

促音として用いる「つ」の表記が大書きのものは、小書きに改める。 

以上で、議案第４８号、第４９号、第５０号の説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑に当たりましては、議案ごとに行います。 

初めに、議案第４８号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規

約の変更についての質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので、議案第４８号についての質疑を終結いた

します。 

次に、議案第４９号 北海道市町村総合事務組合規約の変更につい

ての質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので、議案第４９号についての質疑を終結いた

します。 

次に、議案第５０号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更に

ついての質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので、議案第５０号についての質疑を終結いた

します。 

お諮りいたします。本３議案につきましては、この際討論を省略し、

直ちに採決いたしたいと思いますが御異議ありませんか。 

（なしの声） 

それでは採決いたします。採決に当たりましては、議案ごとに行い

ます。 

議案第４８号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更

については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定いたしました。 

議案第４９号 北海道市町村総合事務組合規約の変更については、

原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定いたしました。 
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議案第５０号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について

は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定いたしました。 

●日程１８ 議案第５１号 道央廃棄物処理組合を組織する市町数

の増加及び道央廃棄物処理組合規約の変更についてを議題といたしま

す。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第５１号 道央廃棄物処理組合

を組織する市町数の増加及び道央廃棄物処理組合規約の変更につきま

しては、栗山町の新規加入に伴う組合規約の一部変更のため、各組合

構成団体との協議が必要なことから、本案を提案するものであります。

詳細につきましては、住民課長が説明いたしますので、よろしく御審

議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。住民課長。 

住民課長 それでは議案第５１号 道央廃棄物処理組合を組織する市町数の増

加及び道央廃棄物処理組合規約の変更について御説明いたします。 

内容につきましては栗山町の加入に関する件でございます。道央廃棄

物処理組合を構成する２市３町が栗山町の組合加入に承認しましたの

で規約を一部改正するものでございます。 

詳細は、別途配布いたしました議案第５１号資料の道央廃棄物処理

組合規約の一部を改正する規約、新旧対照表にて御説明いたします。

左が改正後の新規約、右が改正前の旧規約であり、アンダーラインを

付した箇所が改正部分でございます。 

第２条は、組合を組織する、地方公共団体の定めで、栗山町を追加

するものでございます。 

続きまして、第５条は、組合の議会の組織の定めで、栗山町の加入

に伴い、議員定数を１５人に改め、第６号に栗山町の議員定数２人を

加えるものでございます。次ページにまいります。 

第９条は、管理者及び副管理者の定めで、副管理者を５人に改める

ものでございます。 

続きまして、別表でございます。組合の議会及び、執行機関の運営

に要する経費の負担割合です。関係市町割２７％を３０％に改めるも

のでございます。内訳は１市当り９％、１町当り３％で合計３０％と

なります。あわせて次の人口割の７３％を７０％に改めるものでござ

います。 

附則としまして、第１項この規約は、北海道知事の許可のあった日

から施行する。 

第２項は、平成２７年度における関係市町の負担金の特例の規定で、

栗山町が組合設立当初から加入していたものとして経費の一部を負担

することとしております。 

第３項は、負担割合により計算したものから、栗山町が負担する額

を除いて、負担するものでございます。 
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以上で道央廃棄物処理組合規約の一部を改正する規約の説明を終わ

ります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 （なしの声） 

御質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましては、この際討論を省略し、直

ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声） 

それでは採決いたします。 

議案第５１号 道央廃棄物処理組合を組織する市町数の増加及び道

央廃棄物処理組合規約の変更については、原案のとおり可決すること

に御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定いたしました。 

●日程１９ 議案第５２号 固定資産評価審査委員会委員の選任に

ついてを議題といたします。 

局長をして朗読いたさせます。 

局  長 （朗読する。） 

議  長 理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第５２号 固定資産評価審査委

員会委員の選任につきましては、現委員であります久保 直忠氏、山

本 満則氏、石崎 俊克氏の任期が満了となるため、久保 直忠氏、

山本 満則氏を再任いたしたく、また、石崎 俊克氏が退任し、後任

として白倉 敏美氏を新任いたしたく、地方税法の規定により提案を

するものであります。選任につきまして御同意賜りますようよろしく

お願い申し上げます。 

議  長 お諮りいたします。本案につきましては、人事案件でございます。

この際、質疑討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、御

異議ありませんか。 

（なしの声） 

それでは採決いたします。 

議案第５２号 固定資産評価審査委員会委員の選任ついては、原案

のとおり同意することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり同意することに

決定いたしました。 

●日程２０ 議案第５３号 教育委員会委員の任命についてを議題

といたします。 

局長をして朗読いたさせます。 

局  長 （朗読する。） 

議  長 理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第５３号 教育委員会委員の任

命につきましては、現教育委員であります仁平 良次氏の任期が満了
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となるため、仁平 良次氏を再任いたしたく提案するものであります。

任命につきまして御同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

議  長 お諮りいたします。本案につきましては人事案件でございます。こ

の際、質疑討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが御異議

ありませんか。 

（なしの声） 

それでは採決いたします。 

議案第５３号 教育委員会委員の任命については、原案のとおり同

意することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり同意することに

決定いたしました。 

●日程２１ 発議第１６号 南幌町議会会議規則の一部を改正する

規則制定についてを議題といたします。 

提案理由及び内容の説明を求めます。１０番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 発議第１６号 南幌町議会会議規則の一部を改正する規則制定につ

いて。ただいま上程されました発議第１６号 南幌町議会会議規則の

一部を改正する規則制定につきましては、議員における欠席の届け出

の取り扱いに関して、社会情勢などを勘案し、出産の場合の届け出に

ついて新たに規定するため、本案を提案するものであります。 

別途配布いたしました発議第１６号資料、新旧対照表で内容を説明

いたします。左が改正後、右が改正前で、アンダーラインの部分が改

正点であります。第２条に「第２項 議員が出産のため出席できない

ときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することがで

きる。」を加えるものであります。附則といたしまして、この規則は公

布の日から施行する。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げま

す。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましては、この際討論を省略し、直

ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声） 

それでは採決いたします。 

発議第１６号 南幌町議会会議規則の一部を改正する規則制定につ

いては、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定いたしました。 

●日程２２ 発議第１７号 議員の派遣承認についてを議題といた

します。 

局長をして朗読いたさせます。 

局  長 （朗読する。） 

議  長 議員の派遣承認につきましては、ただいま局長朗読のとおりでござ



 ５５ 

います。 

原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認することに

決定いたしました。 

●日程２３ 発議第１８号 総務常任委員会、産業経済常任委員会、

議会運営委員会所管事務調査についてを議題といたします。 

３委員会の所管事務調査につきましては、定例会ごとの承認案件で

ございます。提案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は提案のとおり承認することに

決定いたしました。 

●日程２４ 報告第４号 株式会社南幌振興公社経営状況報告につ

いてを議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました報告第４号 株式会社南幌振興公社

経営状況報告につきましては、平成２６年度における経営状況の報告

であります。内容につきましては、振興公社専務が説明いたしますの

で、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。振興公社専務。 

振興公社専務 おはようございます。ただいまより南幌振興公社、平成２６年度の

経営状況を説明いたします。よろしくお願い申し上げます。資料に基

づいて行いますけども、飛びますので要点を説明させていただきます。 

営業の概要につきましては、３ページをお開きください。平成２６

年度の営業、４月から１１月までの入場者と売上額、前期と比較して

ございます。表の一番下、上の表でございますけども、一番下の合計

欄でございます。入場者数は３万２，１１３人、前期に比べまして１，

８４８人、率にして６．１％の増加となってございます。年間の計画

でございます。３万４００人よりも１，７１３人の増加となってござ

います。純売上額は１億１，７１８万円、前期に比べまして約４８０

万円、率にして４．３％の増額となってございます。今期につきまし

ては、春の雪解けが早めでございまして、その後、５月いっぱいは天

気も良く、比較的順調に営業することができました。６月も７日まで

は天気も良く、順調でしたが、その後、２週間ほど雨が続き、入場者

に大きく影響いたしました。６月後半から雨も少なくなり、干ばつ傾

向で、７月になっても小雨は続き、散水作業に追われる状況でござい

ました。８月以降も比較的順調に営業することができました。下の表

でございますけども、２表でございますけども、入場者数は、６月、

７月、１０月以外は目標計画を超えてございます。コース客単価、こ

れが一番、我々にとっては重要でございますけども、計画では３，３

８８円、実績では３，３４５円と、４３円ほど下回ってございます。 

次のページでございます。各売上をここに載せてございます。ここ

の所で練習場とございますけれども、これは前期もそうでしたけども、

順調に営業を進めております。それと、３表の所のカートの売上、こ
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れが順調に伸びてございます。 

ここで、恒例でございます道内のゴルフ場の状態というものを簡単

に御説明したいと思いますので、補助資料の２の１５ページをお開き

ください。この１５ページの表１でございますけれども、道内のゴル

フ場の入場者を前年と比較してございます。総数で３１９万人となっ

てございます。昨年もここで申し上げましたけども、年々、入場者数

を報告しないゴルフ場がふえていると。それから、推定という入場者

のコースもございまして、比較することは困難でございますけども、

報告をなされたゴルフ場では増加をしてございます。 

次のページでございます。次のページは空知管内、私ども南幌リバ

ーサイドゴルフ場が位置している所でございますけども、ここの入場

者数は前年対比１万１，６４１人、４．３％の増加でございました。

この地域も、この表を見ていただくとわかりますけども、報告を出さ

ない空欄の所が非常に多くなってございます。現在、２２コースが営

業を行っておりますが、南幌リバーサイドゴルフ場がオープンした年

には９ホールしかございませんでした。非常に道内でもコース数のふ

えた地域でございます。 

次に１７ページをごらんください。これは、私ども、河川敷のゴル

フ場が加盟しております表でございます。ここに１０コース載せてご

ざいます。前年との比較をしてございますけれども、全体的には、１

万５，１８５人の減少でございますけれども、ここで石狩川江別、う

ちの隣なんですけども、石狩川江別さんが２５年度いっぱいで営業を

中止してございます。現在も中止状況と。やめたという情報は入って

ございませんが、一応このような形でなってございます。ですから、

実際的には、このコースを除いて９コースということで前年比較いた

しますと、４，９１９人、２．７％の増加となってございます。 

次でございます。１８ページでございますけども、南幌リバーサイ

ドゴルフ場の入場者、先ほども申しましたように３万２，１１３人、

前年対比１，８４９人、６．１％の増加でございました。この表は、

平日、土日、それから各項目に分けてございますけども、平日は５．

８％、土日祝日が６．４％の増加となってございます。月別を見ます

と、６月、１０月、１１月以外はふえているということでございます。

７月までを上期といたしまして４カ月を計算しますと１，２０３人、

それから、８月以降、４カ月を下期といたしまして６４６人、ともに

増加していると。特に上期の増加が大きかったと見られます。 

次に最後のページでございます。このページは、上のほうの４－２ 

のほうは過去４年間の入場者数をお示ししてございます。非常に暫定

コースから復帰した形の中で、なかなかお客様も戻ってきませんでし

たが、昨年は良い状況になってございます。この下の表は項目的に示

したものでございます。 

それでは、本題に戻っていただきまして、資料２ページ、ここで真

ん中から下のほうに書いてあります長期借入金の償還状況ということ

でございます。この表のように平成２６年度の償還は、この表のとお

り行いました。それで、現在の借入残高でございます。１億７，５１
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６万円でございます。平成２７年度も６５０万円を予定しております。 

次に５ページをお開きください。決算書でございます。５ページか

ら１２ページまでは決算報告でございますけども、例年のごとく要約

版にて説明したいと思いますので、補助資料１の１３ページをお開き

ください。貸借対照表の資産の部についてでございます。流動資産が

１１８％で、前期より４６８万円ほどふえてございます。仮払金、こ

れは破産管財人等から当社の株を一時的に処理した、うちが一時的に

預かっている分での金額でございます。有形固定資産は設備投資をほ

とんどしていないために、ほぼ減価償却分の減額分６％ぐらいでござ

います。 

次に下の表の貸借対照表の負債・資本の部でございますが、流動負

債が１９２．６％、増額になってございます。今期は消費税が増額に

なっている分、その増額という形になってございます。固定負債は長

期借入金の償還分だけ減額してございます。下から３行目の繰越余剰

金は約１３３万円増加となっております。 

次のページでございます。１４ページでございますけども、損益計

算書についての御説明でございます。Ａの当期売上額は１億１，７１

８万円、前期に比べまして４８０万円の増額、１０４．３％でござい

ました。Ｂの売上原価でございますけども、５８３万円の増額、前年

比１０６．３％になってございます。Ｃの売上総利益は１，８０３万

円の約１０３万円減額となっております。Ｄの一般管理費は約１，６

５４万円、４４万円の減額となってございます。Ｅの営業利益は約１

４８万円の利益でございまして、約５８万円の減額となってございま

す。Ｆの営業外利益でございます。約２１４万円で、約１３３万円の

増額となってございます。Ｇの営業外費用は、借入金支払い利息の約

２２８万円でございます。Ｈの営業利益は約１６２万円で、約１１７

万円の増額となってございます。Ｋの税引き前利益でございます。約

１６２万円となりました。Ｌの法人税は約２８万円となってございま

す。Ｍの当期純利益は、約１３３万円で約１０９万円の増額となって

ございます。 

次に経費の面の特徴的なものを述べたいと思います。Ｂでございま

すけども、当期原価につきましては、下の表のＢの所でございますけ

れども、原価合計で６１４万円、１０６．６％ふえてございます。今

期、売上の増加を踏まえまして、過去５年ほど減額しておりました職

員の給与を１２月のボーナスで約９０万円ほど補てんいたしました。

また、ここ数年控えてございましたコース整備とカート修理等の部品

をちょっと多めに補充いたしまして増額、それから、燃料の高騰も増

額の要因となっております。 

Ｄの販売費及び一般管理費でございます。表の二重丸のＤの所でご

ざいますけども、この経費につきましては、固定費的な観点からなか

なか節約はできませんが、本年度は約４４万円ほど減額となってござ

います。 

それでは、１１ページにちょっと戻っていただけますでしょうか。

決算書の内容は貸借対照表、損益計算書、一般管理費、製造原価、報
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告書、これに続きまして、株式資本等変動計算書の内容、これは貸借

対照表、損益計算上のそれぞれの項目をピックアップした形式的なも

のでございます。問題になるのは、この１１ページからの個別注記表

の３の（４）当期の株主配当の取り扱いについてということでござい

ますけども、経営再建、営業努力を行ってございますが、今期もわず

かな改善はされましたが、営業利益が１３３万円しかなく、貯蓄を切

り崩して借入金の償還を充てているような観点から、配当を見合わせ

るということは、６月の株主総会で承認を得ております。 

最後になりますが、２０ページをお開きください。今年度の営業状

況でございます。ここに述べてございますけども、営業方針というこ

とで記載してございます。お客様のためにいろいろとサービスを行っ

ております。それから、好評でございますゴルフ場主催のコンペも載

せてございます。なお、今年度は４月の営業開始が早いのと、天候も

割と良くて、４月、５月と順調な売り上げを続けてございました。６

月、７月、天候だとかいろんな要因を持ちまして入場者が若干、前年

度より少なくなりました。７月までの計画入場者で１万６，６００人

に対して、実績は１万７，３３６人、７３６人上回ってございます。

昨年の実績、昨年はかなり大幅に伸びたんですが、その実績でトータ

ルで４６人下回ってございます。８月からの後半の営業も苦戦をして

ございますが、皆で営業努力をして続けたいと思ってございます。ち

なみに、８月が数字的に出ました。ここでちょっと御報告を申し上げ

ます。８月、累計で前年を１６８人、計画よりも９４２人、それぞれ

上回ってございます。以上で経営状況報告を終わらせていただきます。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

報告第４号 株式会社南幌振興公社経営状況報告については報告済

みといたします。 

追加日程１ 議案第５４号から追加日程６ 議案第５５号までの６

議案を日程に追加し、議題といたしたいと思いますが御異議ありませ

んか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって追加日程１ 議案第５４号から追加

日程６議案第５５号までの６議案を追加いたします。 

●追加日程１ 議案第５４号 工事請負契約の変更について（平成

２７年度南幌中学校耐震等改修（建築主体）工事）を議題といたしま

す。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第５４号 工事請負契約の変更

につきましては、平成２７年度南幌中学校耐震等改修（建築主体）工

事の設計変更に伴い本案を提案するものであります。詳細につきまし

ては生涯学習課長が説明いたしますので、よろしく御審議賜りますよ

うお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。生涯学習課長。 
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生涯学習課長 議案第５４号 工事請負契約の変更につきまして御説明を申し上げ

ます。１契約の目的、平成２７年度南幌中学校耐震等改修（建築主体）

工事。２契約の方法、指名競争入札。契約金額、変更前２億４，８９

４万円（内消費税及び地方消費税の額１，８４４万円）、変更後、２億

６，５３２万３，６００円（内消費税及び地方消費税の額１，９６５

万３，６００円）。本件につきましては、６月１日付で契約を締結し、

工事を進めておりましたが、外壁モルタル部の剥離と壁面と一部損壊、

及び屋上笠木パネルの改修等について、当初の設計より数量が超過し、

追加工事の必要が生じたことから設計変更を行い、契約金額の変更を

するものでございます。なお、契約変更に伴い、１，６３８万３，６

００円の追加費用が生じますが、現行予算の中で執行するものでござ

います。４契約の相手方、玉川・勝井・南幌工業 特定建設工事等共

同企業体、代表者、恵庭市相生町２３１番地、株式会社 玉川組 代

表取締役社長  玉川 裕一。構成員、岩見沢市岡山町１２番地５３、

勝井建設工業 株式会社、代表取締役社長 石井 善昭。同じく構成

員、空知郡南幌町栄町１丁目２番２７号、株式会社 南幌工業 代表

取締役  内田 一之。参考といたしまして、工期は契約締結日より平

成２７年１２月３０日までとしております。以上で議案第５４号説明

を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましては、この際討論を省略し、直

ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声） 

それでは採決いたします。 

議案第５４号 工事請負契約の変更について（平成２７年度南幌中

学校耐震等改修（建築主体）工事）は、原案のとおり可決することに

御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定いたしました。 

●追加日程２ 発議第１９号 林業・木材産業の成長産業化に向け

た施策の充実・強化を求める意見書の提出についてを議題といたしま

す。 

提出者より提案理由の説明を求めます。９番 石川 康弘議員。 

石川議員 （朗読により説明する。） 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ち

に採決いたしたいと思いますが御異議ありませんか。 

（なしの声） 

それでは採決いたします。 
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発議第１９号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・

強化を求める意見書の提出については、提案のとおり採択することに

御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は提案のとおり採択することに

決定いたしました。 

●追加日程３ 発議第２０号 安全保障関連法案の国民への十分な

説明と徹底審議を求める意見書の提出についてを議題といたします。 

提出者より提案理由の説明を求めます。４番 志賀浦 学議員。 

志賀浦議員 （朗読により説明する。） 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ち

に採決いたしたいと思いますが御異議ありませんか。 

（なしの声） 

それでは採決いたします。 

発議第２０号 安全保障関連法案の国民への十分な説明と徹底審議

を求める意見書の提出については、提案のとおり採択することに御異

議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は提案のとおり採択することに

決定いたしました。 

●追加日程４ 報告第５号 平成２６年度各会計決算認定審査報告

についてを議題といたします。 

審査報告について決算審査特別委員長より報告願います。４番 志

賀浦 学議員。 

志賀浦議員 南幌町議会議長宛て。決算審査特別委員長 志賀浦 学。委員会審

査報告書。認定第１号 平成２６年度各会計決算認定について。本特

別委員会に審査付託された平成２６年度南幌町一般会計、国民健康保

険特別会計、下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計、介護

保険特別会計、後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算は、審査の結

果、認定すべきと決定したので、会議規則第７７条の規定により報告

いたします。 

議  長 お諮りいたします。本案につきましてはこの際、質疑討論を省略し、

直ちに採決いたしたいと思いますが御異議ありませんか。 

（なしの声） 

決算審査特別委員会の審査結果は、委員長報告のとおり認定であり

ます。 

それでは採決いたします。採決に当たりましては、起立採決を行い

ます。 

認定第１号 平成２６年度各会計決算認定について、委員長報告の

とおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立１０名、着席０名） 
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どうぞ御着席ください。 

賛成起立全員であります。よって本案は委員長報告のとおり認定す

ることに決定いたしました。 

●追加日程５ 報告第６号 平成２６年度南幌町病院事業会計決算

認定審査報告についてを議題といたします。 

審査報告について決算審査特別委員長より報告願います。４番 志

賀浦 学議員。 

志賀浦議員 南幌町議会議長宛て。決算審査特別委員長 志賀浦 学。委員会審

査報告書。認定第２号 平成２６年度南幌町病院事業会計決算認定に

ついて。本特別委員会に審査付託された平成２６年度南幌町病院事業

会計の歳入歳出決算は、審査の結果、認定すべきと決定したので、会

議規則第７７条の規定により報告いたします。 

議  長 お諮りいたします。本案につきましてはこの際、質疑討論を省略し、

直ちに採決いたしたいと思いますが御異議ありませんか。 

（なしの声） 

決算審査特別委員会の審査結果は、委員長報告のとおり認定であり

ます。 

それでは採決いたします。採決に当たりましては、起立採決を行い

ます。 

認定第２号 平成２６年度南幌町病院事業会計決算認定について、

委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立１０名、着席０名） 

どうぞ御着席ください。 

賛成起立全員であります。よって本案は委員長報告のとおり認定す

ることに決定いたしました。 

●追加日程６ 議案第５５号 平成２７年度南幌町病院事業会計補

正予算（第１号）を議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました 議案第５５号 平成２７年度南幌

町病院事業会計補正予算（第１号）につきましては、医療機器の更新

経費の追加によるものです。その結果、資本的収入では既定予算に１

００万円を追加し、３，５４４万円とし、資本的支出では既定予算に

１０３万７，０００円を追加し、４，６６５万５，０００円とするも

のであります。詳細につきましては、病院事務長が説明いたしますの

で、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。病院事務長。 

病院事務長 議案第５５号 平成２７年度南幌町病院事業会計補正予算（第１号）

について御説明申し上げます。３ページをお開き願います。初めに、

資本的収入及び支出の収入から御説明申し上げます。 

１款資本的収入３項企業債１目企業債、１００万円の追加でござい

ます。医療機器の更新により医療機器購入事業債を借り入れるもので

す。詳細は支出で御説明申し上げます。 

次に、支出について御説明申し上げます。１款資本的支出１項建設

改良費１目固定資産購入費、１０３万７，０００円の追加、１節器械
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及び備品購入費１０３万７，０００円、システム生物顕微鏡の追加で

ございます。検査のための顕微鏡が故障し、修理期間終了から７年を

経過しており、部品が無く修理不能となったことから更新するもので

あります。 

１ページにお戻りください。第２条、資本的収入及び支出を資本的

収入が１００万円追加し、３，５４４万円に、資本的支出が１０３万

７，０００円を追加し、４，６６５万５，０００円に改めるものでご

ざいます。この結果、資本的収入が資本的支出に対し不足する額を１，

１２１万５，０００円に改めるものでございます。 

次に、第３条、起債の限度額を１００万円追加し、１，２３０万円

に改めるものでございます。以上で議案第５５号の説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましては、この際討論を省略し、直

ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声） 

それでは採決いたします。 

議案第５５号 平成２７年度南幌町病院事業会計補正予算（第１号）

は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定いたしました。 

以上で、本定例会に提案されました全ての議案審議が終了いたしま

した。ただいまをもって閉会いたしたいと思いますが、御異議ありま

せんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本定例会は、ただいまをもって閉会

といたします。 

どうも御苦労さまでした。 

（午前１１時０９分） 
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